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本ガイドラインは、流通ＢＭＳを実装する際に、実装の手順の概要と留意点を理解することを目的に作成されたもの
です。尚、本ガイドラインは、「導入ガイドライン（スーパー業界編）」の内容を理解していることを前提に記述していま
す。
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経済産業省 平成１９年度
流通システム標準化事業導入ガイドラインの体系

◆導入ガイドラインは、「概要編」、「業界編」、「システム編」の３編で構成されています。
それぞれの位置づけは以下の通りです。

名称名称 対象者対象者 使用目的使用目的

導入ガイドライン（概要編）

・流通ＢＭＳの導入を考え

られている企業の

ユーザ部門の方

・流通ＢＭＳの概要を知り

たい方

・流通ＢＭＳの導入を検討するにあたり、流通ＢＭＳの概要や

導入効果、及び流通業界における流通ＢＭＳの動向などを

理解することを目的に作成されたものです。

導入ガイドライン（業界編）

・流通ＢＭＳの導入を考え

られている企業の

システム企画部門の方

・流通ＢＭＳの導入手順の

概要を知りたい方

・流通ＢＭＳの導入を検討する際、または導入が決定した際に、

流通ＢＭＳの導入に必要なコストを見積るための要素や

導入手順の概略を理解することを目的に作成したものです。

・本ガイドラインは、「導入ガイドライン（概要編）」の内容を

理解していることを前提に記述しています。

導入ガイドライン（システム編）
・流通ＢＭＳを実装する企業

のシステム開発部門の方

やＳＩｅｒの方

・流通ＢＭＳを実装する際に、実装の手順の概要と留意点を

理解することを目的に作成されたものです。

・本ガイドラインは、「導入ガイドライン（業界編）」の内容

を理解していることを前提に記述しています。

※ 事前に「概説 流通SCM」の内容を確認することで、上記の導入ガイドラインの理解が深まります。
なお、導入ガイドラインに記述されている用語は、 「概説 流通SCM」の付録２、付録３を参照して下さい。
「概説 流通SCM」は、＜http://www.dsri.jp/scmpjt/about_project/scm.html＞からダウンロードすることができます。
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流通システム標準化事業
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流通システム標準化事業

本ガイドラインは、流通ＢＭＳを実装する際に、実装の手順の概要と留意点を理解することを目的に作成
されています。全体の導入の手順は、「導入ガイドライン（スーパー業界 小売編/卸編）」に説明されて
います。この導入手順の各ステップと、本ガイドラインの各章との対応を下記に示します。

１．導入ガイドライン（システム編）の概要
１．１ 本書の構成

XMLやXMLスキーマについて、詳しくは

通信プロトコル、取引先との調整について、詳しくは

メッセージについて、詳しくは

システム形態
の選定

取引先との各種調整

導入検討

本番

システム構築

接続テスト

移行

＜２．４参照＞

通信プロトコル
の特徴

＜２章参照＞

自社EDIシステ
ムの構築

＜３章参照＞取引先との各種
調整作業

「XMLテクニカルガイド」参照

「通信プロトコル利用ガイドライン」参照

「メッセージ別項目一覧」参照

「導入ガイドライン（業界編）」参照

＜４章参照＞相互接続テスト

＜５章参照＞

稼動後の
留意点

導入手順について、詳しくは
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２．ＥＤＩシステムの構築
２．１ EDIシステムとは
流通BMSに基づくEDIシステムとは？

・狭義には、流通BMSで規定した３つの通信手順の何れかを実装した通信サーバであり、
・広義には、電子的な商取引を実現するための通信サーバ、商品マスタ、受発注システム、

物流センタシステム、経理システムを含めた全体のシステムを指します。

社内ﾌｫｰﾏｯﾄ
受注データ

等

ﾌｫｰﾏｯﾄ変換
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

社内ﾌｫｰﾏｯﾄ
受注データ

等

小売毎の
ﾌｫｰﾏｯﾄ変換

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

業務
ｼｽﾃﾑ

社内ﾌｫｰﾏｯﾄ
受注データ

等

共通ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 業務
ｼｽﾃﾑ

業務
ｼｽﾃﾑ

社内ﾌｫｰﾏｯﾄ
受注データ

等

共通ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ業務
ｼｽﾃﾑ

公衆回線

＜JCA手順＞

＜流通BMS＞

インターネット

独自
ﾌｫｰﾏｯﾄ

小売毎の
ﾌｫｰﾏｯﾄ変換

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

小売毎の
ﾌｫｰﾏｯﾄ変換

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

小売 卸

卸小売

ﾓ
ﾃ゙

ﾑ

ﾓ
ﾃ゙

ﾑ

流通BMSに基づくEDIシステムでは、上記構成に対し以下の変更を実施したシステムとして実現します。

JCA（端末）JCA(センタ）

EDI通信サーバ
（ebXML/AS2）

EDI通信サーバ
ebXML/AS2

S-S型EDI
モデル導入
（ebXML/

AS2）

社内ﾌｫｰﾏｯﾄ
受注データ

等

共通ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ業務
ｼｽﾃﾑ

C-S型EDI
モデル導入
（JX手順）

社内ﾌｫｰﾏｯﾄ
受注データ

等

共通ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 業務
ｼｽﾃﾑ

小売

EDI通信サーバ
（JX手順サーバ）

現在の受発注システム構成の例

流通BMSのデータ項目・処理プロセスへの対応

流通BMS標準フォーマット（XML)への対応

流通BMS通信プロトコルへの対応

インターネット通信への対応

XMLXML

標準
ﾌｫｰﾏｯﾄ

XMLXML

標準
ﾌｫｰﾏｯﾄ

EDI通信クライアント
（JX手順クライアント）

卸
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一般的に、外部接続サーバを導入する場合、インターネット側からの不正アクセスからの保護と社内ネット
ワークへの被害拡大防止を目的として、適宜ファイアウォールや非武装地帯（DMZ）を設置します。これら設
備については、流通BMSでは規定しておりませんので、各社セキュリティポリシーに従って設置してください。

２．ＥＤＩシステムの構築
２．２ ネットワーク環境の構築

（１）インターネット接続と通信セキュリティ対策について

項目 概要 ガイドライン記載箇所

ネットワーク環境構築

インターネット側からの不正アクセスからの保護と社

内ネットワークへの被害拡大を防止できるような環境

を整備してください。

本節にて事例を紹介いたします。

通信路セキュリティ対策

通信の傍受、改ざん、成りすまし対策として、HTTP

ベーシック認証、SSL 、メッセージ署名（AS2手順の

み）の利用について、流通BMSで規定されています。

証明書導入 ⇒ 2.5節参照

証明書の利用 ⇒ 2.7節参照

証明書の切替 ⇒ 5.3節参照

その他セキュリティ対策
各社セキュリティポリシーに従って対策を講じてくだ

さい。
解説はありません。
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JX手順クライアントを導入する場合、自社システム内のオフィスPCがインターネット上のWebサイト
を参照できるようなレベルのネットワーク環境の構築とセキュリティ対策が、 低限必要となります。

FW ： ファイアウォール；社内ネットワークに対し、インターネットからの
不正アクセスを防ぐ目的で設けられるもの。

*1 ： OS等のファイアウォールソフトウェアを利用する場合。
*2 ： アクセスルータ等のハードウェア内蔵のファイアウォール機能を

利用する場合。

業務
システム

インターネット

取引先
システム

自社システム

JX手順

サーバ

２．ＥＤＩシステムの構築
２．２ ネットワーク環境の構築

（２）JX手順クライアント導入時のネットワーク環境構築

JX手順

クライアント

インターネット
接続設備

FW機能*2

FW機能*1

(1)インターネットに接続するためには、インタネットサービスプロバイダ（ISP）との契約、接続設備
の設置が必要となります。

(2)インターネット接続設備、またはJX手順クライアントを導入するPCのOS付属のファイアウォール
機能を利用することを推奨します。取引先とSSL通信が行えるように設定してください（※）。

(3)その他のセキュリティ対策については、各社のセキュリティポリシーに応じて実施して下さい。

共通ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

※) SSLで使用する通信ポートは、443が一般的です。流通BMSにおける通信ポート利用規則は検討中です。
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FW

非武装地帯（DMZ）

WWW
サーバ

EDI
通信

サーバ

社内エリア

NAT

DNS
サーバ

Internet

業務
システム

取引先
システム

FW ： ファイアウォール、 NAT： ネットワークアドレストランスファー

自社システム

ＥＤＩサーバと取引先の
サーバが双方向にＳＳＬ通
信できる設定に変更。
ＥＤＩサーバにＵＲＬを設定。

２．ＥＤＩシステムの構築
２．２ ネットワーク環境の構築

（３）サーバ導入時のネットワーク環境の構築

JX手順、ebXML手順、AS2手順のEDI通信サーバを導入する場合、自社で社外向けWWWサーバを
設置するレベルのネットワーク環境の構築とセキュリティ対策が、 低限必要となります。

(1)インターネットに接続するためには、インタネットサービスプロバイダ（ISP）との契約、接続設備
の設置が必要となります。

(2)インターネット側と社内エリア側との間に非武装地帯（DMZ）を設置し、この中にサーバを設置する
ことを推奨します。取引先とSSL通信が行えるように設定してください（※）。
この他の手段としては、リバースプロキシを利用した構築も考えられます。

(3)その他のセキュリティ対策については、各社のセキュリティポリシーに応じて実施して下さい。

共通ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

電子証明書

※) SSLで使用する通信ポートは、443が一般的です。流通BMSにおける通信ポート利用規則は検討中です。
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２．ＥＤＩシステムの構築
２．３ ハードウェア・ソフトウェア環境の構築

インターネット

JX手順クライアント関連のハードウェアやソフトウェアを準備し、流通BMS固有部分（共通プログラム）を
開発します。

①ハードウェアの準備
・インターネット接続可能なPCを準備

②ソフトウェアの準備（選択）
ケース１） EDIパッケージ製品の導入

・パッケージの導入
・各種設定を実施

ケース２)個別機能製品の導入

・JX手順クライアントプログラムの導入
・XML変換や業務システム連携等の
共通プログラム部分を導入、又は開発

・各種設定を実施

③冗長化構成
・各社のポリシーに応じて障害対策を実施

EDIパッケージ製品
（JX手順クライアント、
送受信制御、XMLデータ変換、
宛先管理、業務システム連携、
等）

個別機能製品
・JX手順クライアント
・JOB制御
・XMLデータ変換 等

（１） JX手順クライアント環境の構築

JX手順クライアント

送受信
管理機

能

HTTP(S)通信

送受信制御機能

業
務
シ
ス
テ
ム社内形式社内形式

共通ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

変
換
機
能

XML
スキーマ
検証機能

処理
判別
機能

圧
縮
機
能

EDI通信サーバ

通信
設定

＜障害対策については２．８参照＞
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２．ＥＤＩシステムの構築
２．３ ハードウェア・ソフトウェア環境の構築

各種通信プロトコル
（JX、ebXML, AS2）

送受信
管理機

能

HTTP(S)通信

送受信制御機能

業
務
シ
ス
テ
ム社内形式社内形式

共通ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

変
換
機
能

XML
スキーマ
検証機能

処理
判別
機能

圧
縮
機
能

EDI通信ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

INBOX機能

XMLXML

XMLXML

通信
設定

インターネット

EDI通信サーバ関連のハードウェアやソフトウェアを準備し、流通BMS固有部分（共通プログラム）を開
発します。

EDIパッケージ製品
（JX,ebMXL,AS2の通信機能、
（送受信制御、宛先管理、
XMLデータ変換、バック連携、等）

個別機能製品
・JX ・ebMXL ・AS2
・JOB制御
・XMLデータ変換 等

（２）サーバ環境の構築（JX手順、ebXML手順、AS2手順のEDI通信サーバ）

①ハードウェアの準備
・DMZ周辺にEDI通信用のサーバを準備

②ソフトウェアの準備（選択）
ケース１) EDIパッケージ製品の導入

・パッケージの導入
・各種設定を実施

（ebXMLの場合、通信設定内容の相対間での
合意についてCPAの利用を推奨）

ケース２)個別機能製品の導入
・EDI通信プログラムの導入
・XML変換や業務システム連携等の
共通プログラム部分を導入、又は開発

・各種設定を実施

③冗長化構成と負荷分散構成
サーバ環境の場合、冗長化構成以外に、
負荷分散についても考慮が必要となります

⇒２．３ （３）参照
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２．ＥＤＩシステムの構築
２．３ ハードウェア・ソフトウェア環境の構築

EDI通信サーバでは、高トラフィック状態によるレスポンス低下や、サーバ容量限界によるシステムダウンの危険がある
ことから、トラフィック（負荷）を分散するための冗長化構成や負荷分散構成をとることを推奨します。

（３）EDI通信サーバの冗長化と負荷分散

◆トラフィックが多く変動幅が多い企業 ： クラスタ構成方式（複数台のEDIサーバを導入、負荷分散装置で
振り分ける構成方式）

Y

A

取引先
自社

Internet

B

W

あ

い

ん

サーバ

X
サーバ

Z

負
荷
分
散
装
置

・複数台構成であり、サーバ障害時に可用性が高い
・運用が比較的容易で、取引先からは１台のサーバに見える
・内部の運用では、各サーバに同じ設定をおこない

サーバ追加や、保守で１台停止等、障害時の切り替えが
可能（電子証明書、CPA等）

・負荷分散装置や高速大容量のネットワークが必要となる

(2-1) 接続先グルーピング方式
複数台のEDIサーバを導入し
取引先を割り付ける

(1)(1) 時間帯分散型方式時間帯分散型方式

X

A

取引先

自社

Internet

B

J

あ

い

サーバ

7:00

7:10

7:20

7:30く

Y

A

取引先
自社

Internet

B

W

あ

い

ん

サーバ

X

サーバ

(2-2)送信と受信分割方式
複数台のEDIサーバを導入し
送信サーバと受信サーバを分離

A

取引先
自社

Internet

B

W

あ

い

ん

サーバ

受

サーバ

送

◆トラフィックが少なく今後もさほど多くなる予定
がない企業

・取引先がアクセスしてくる
時間帯を分散させる

・処理平準化で 小構成で
対応したい場合有効

・複数同時受信可能な数を
確認しておく

・ビジネス上ある時間帯に
集中する場合不適

◆現在は少ないが今後、段階的に増えてくる予定のある企業



11

経済産業省 平成１９年度
流通システム標準化事業

流通BMSで採用する三つの通信プロトコルの特徴を下記に示します。各通信プロトコルの詳細について
は、通信プロトコル利用ガイドラインを参照してください。

JX手順

通信プロトコル利用

ガイドライン2.3節

大企業やASPなどが提供するサーバへインターネットなどを経由して接続し、

メッセージのアップロードやダウンロードを実現するプロトコル。処理の起点は、

クライアント側である。

通信路セキュリティ機能として、SSL通信、HTTPベーシック認証などをサポートする。

ebXML手順

ebXML Messaging 

Service Specification 

V2.0(OASIS),  

ISO15000-2/TS

企業などのBtoBサーバ同士がインターネットなどを経由して接続し、メッセージを

交換するプロトコル。双方のBtoBサーバが、ebXML手順を使用する必要がある。

送信エラー時の再送回数、再送間隔等を設定可能。

通信路セキュリティ機能として、SSL通信、XML暗号をサポートする。

通信設定を記述するCPAを利用可能。

AS2手順

EDIINT AS2 

(RFC 4130)

企業などのBtoBサーバ同士がインターネットなどを経由して接続し、メッセージを

交換するプロトコル。双方のBtoBサーバが、AS2手順を使用する必要がある。

送信エラー時の再送回数、再送間隔等を設定可能。

メッセージセキュリティ機能として、暗号化(Version 1.1)、署名をサポートする。

通信路セキュリティ機能としてSSL通信をサポートする。

通信時に、サーバ機能により、メッセージを圧縮して送信し、受信側で展開することが

可能。

S
-
S

型E
D

I 

モ
デ
ル

C
-
S

型E
D

I 

モ
デ
ル

詳細は「通信プロトコル利用ガイドライン」参照

２．ＥＤＩシステムの構築
２．４ 通信プロトコルの特徴

（１）３つの通信プロトコルの特徴
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経済産業省 平成１９年度
流通システム標準化事業

通信プロトコルを選定する際は、下記のようにデータ量を試算してください。

10MB（１万明細）を超えない場合は JX手順を選択
10MB（１万明細）を超える場合は ebXML手順／AS2手順を選択

10MB（１万明細）を超えない場合は JX手順を選択
10MB（１万明細）を超える場合は ebXML手順／AS2手順を選択

１取引データ量が１取引データ量が

（１）取引先とのデータ交換量の試算

取引量が 大の取引先を対象に、一回当りの取引量を発注と請求／支払メッセージで調査を行い、ピーク時の係数を掛けて
取引 大量を求めます。
＜ポイント＞

・自社のデータ送受信場所の確認。（拠点分散方式なのか集中方式なのか）
・データ算出の目安は 1,000件当り1.2MB（1明細1.2KB）程度。

（平成18年度共同実証の平均値。但し、任意項目の使用率の違いがあるため、あくまでも目安の数値）
・信頼性、安全性の視点から、データ交換のキャパ計算は2日分を一度に送受信できるようにするのが理想的。

（２）メッセージ倍率を加味して試算

メッセージ種ごとの倍率（※）を掛けて自社のデータ交換の 大量を想定します。
※平成18年度共同実証結果から算出した指標。既存の固定長ファイルをXML化した場合の大きさの平均値。

＜発注：12.0、出荷：11.6、受領：16.4＞

（３）今後のデータの伸びを予測

商流・物流の変更等の予定、対象メッセージ種の追加、事業再編の要素等を考慮してデータの伸び率を検討して下さい。

（１）取引先とのデータ交換量の試算

取引量が 大の取引先を対象に、一回当りの取引量を発注と請求／支払メッセージで調査を行い、ピーク時の係数を掛けて
取引 大量を求めます。
＜ポイント＞

・自社のデータ送受信場所の確認。（拠点分散方式なのか集中方式なのか）
・データ算出の目安は 1,000件当り1.2MB（1明細1.2KB）程度。

（平成18年度共同実証の平均値。但し、任意項目の使用率の違いがあるため、あくまでも目安の数値）
・信頼性、安全性の視点から、データ交換のキャパ計算は2日分を一度に送受信できるようにするのが理想的。

（２）メッセージ倍率を加味して試算

メッセージ種ごとの倍率（※）を掛けて自社のデータ交換の 大量を想定します。
※平成18年度共同実証結果から算出した指標。既存の固定長ファイルをXML化した場合の大きさの平均値。

＜発注：12.0、出荷：11.6、受領：16.4＞

（３）今後のデータの伸びを予測

商流・物流の変更等の予定、対象メッセージ種の追加、事業再編の要素等を考慮してデータの伸び率を検討して下さい。

※固定長のデータをXML化する際には、一時的にメモリに展開する関係でEDIソフトにより限界値がそれぞれ違います。
特にクライアント型（JX手順）はパソコンの信頼性やIT的な制約から10MB以下でデータ交換する範囲で使用するような
設計が推奨されています。

※10MB以下でも、プッシュ型モデルにより送受信到着時間の短縮化を図る等の理由によりサーバー方式の選択もあります。

２．ＥＤＩシステムの構築
２．４ 通信プロトコルの特徴

（２）JX手順とebXML手順／AS２手順の選択基準について
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経済産業省 平成１９年度
流通システム標準化事業

JX手順クライアント

送受信
管理機

能

HTTPS通信

送受信制御機能

業
務
シ
ス
テ
ム社内形式社内形式

共通ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

変
換
機
能

XML
スキーマ
検証機能

処理
判別
機能

圧
縮
機
能

EDI通信サーバ

通信
設定

インターネット

流通業界の現在のEDI手順であるJCA手順と同じように、クライアント側がサーバ（センタ）側へアクセス
して、メッセージのダウンロードや、メッセージのアップロードをするインターネット対応の通信手順に基づ
くEDIシステムです（仕様は、「通信プロトコル利用ガイドライン」2.3節に規定されています）。

クライアント側サーバ側

２．ＥＤＩシステムの構築
２．４ 通信プロトコルの特徴

（３）JX手順に基づくEDIシステム

JX手順サーバ

HTTPS通信

業
務
シ
ス
テ
ム社内形式社内形式

送受信
管理機

能

送受信制御機能

共通ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

変
換
機
能

XML
スキーマ
検証機能

処理
判別
機能

圧
縮
機
能

EDI通信サーバ

INBOX
機能

XMLXML

XMLXML

通信
設定

JX手順仕様は「通信プロトコル利用ガイドライン」
参照JX手順では、クライアント－サーバ間の通信プロトコルのみ規定されています。

社内形式と流通BMSメッセージとの変換機能、圧縮機能、XMLスキーマ検証機能などは、別途用意する必要があります。

電子証明書
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経済産業省 平成１９年度
流通システム標準化事業

国際標準ISO15000-2/TS として採用されたOASIS ebXML Messaging Service Specification V2.0仕様に
基づく通信手順でデータ交換を実現する、サーバ－サーバ型のEDIシステムです。
通信に関する当事者間の合意事項を各EDIサーバに設定することで、高信頼でセキュアなインターネット
EDIを実現できます。流通BMSでは、設定内容の合意を簡略化するためにebXML CPAのひな型を用意
しています。

２．ＥＤＩシステムの構築
２．４ 通信プロトコルの特徴

（４）ebXML手順に基づくEDIシステム

ebXMLサーバ
(ebXML MSH )

送受信
管理機

能

HTTPS通信

送受信制御機能

業
務
シ
ス
テ
ム

インターネット

社内形式社内形式

共通ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

変
換
機
能

XML
スキーマ
検証機能

処理
判別
機能

圧
縮
機
能

ebXMLサーバ
(ebXML MSH )

送受信
管理機

能

HTTPS通信

送受信制御機能

業
務
シ
ス
テ
ム社内形式社内形式

共通ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

変
換
機
能

XML
スキーマ
検証機能

処理
判別
機能

圧
縮
機
能

EDI通信サーバ EDI通信サーバ

ebXML MSH:  ebXML Messaging Service Handler

通信
設定

通信
設定

CPACPA
ひなひな
型型

CPACPA

両者の合意事項
に基づき生成

設定に
利用

設定に
利用

ebXML手順では、送受信できるメッセージ種や、通信設定の相対間での合意事項について、CPAを使って記述できます。

社内形式と流通BMSメッセージとの変換機能、圧縮機能、XMLスキーマ検証機能などは、別途用意する必要があります。

電子証明書 電子証明書
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経済産業省 平成１９年度
流通システム標準化事業

国際標準化組織IETFのEDIINTの活動としてRFC4130として標準化された手順で、サーバ－サーバ型の
EDIシステムです。
高信頼でセキュアなインターネットEDIを実現する手段として、 メッセージ署名、メッセージアック(MDN)によ
る信頼性メッセージング、等の仕様を利用できます。流通BMSではV1.1を採用しており、サーバが具備す
る圧縮機能を利用可能です。

２．ＥＤＩシステムの構築
２．４ 通信プロトコルの特徴

（５）AS2手順に基づくEDIシステム

AS2サーバ

送受信
管理機

能

HTTPS通信

送受信制御機能
業
務
シ
ス
テ
ム

インターネット

社内形式社内形式

共通ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

変
換
機
能

XML
スキーマ
検証機能

処理
判別
機能

圧縮
機能 AS2サーバ

送受信
管理機

能

HTTPS通信

送受信制御機能

業
務
シ
ス
テ
ム社内形式社内形式

共通ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

変
換
機
能

XML
スキーマ
検証機能

処理
判別
機能

圧縮
機能

EDI通信サーバ EDI通信サーバ

通信
設定

通信
設定

AS2手順では、メッセージの圧縮をサーバ内蔵機能により取り扱えます。

社内形式と流通BMSメッセージとの変換機能、XMLスキーマ検証機能などは、別途用意する必要があります。

電子証明書 電子証明書
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経済産業省 平成１９年度
流通システム標準化事業

受信者

SSLｸﾗｲｱﾝﾄ認証用
電子証明書

AS2メッセージ署名用
電子証明書

送信者

２．EDIシステムの構築
２．５ 電子証明書の導入

SSL通信

メッセージ

SSLサーバ認証用

電子証明書

本節では、電子証明書の導入までの手順について説明します。
導入した電子証明書の有効期限切れに伴う切り替え手順や、失効時処理などの運用については、

５章に記載します。

（１）通信路セキュリティ対策について

HTTPベーシック認証

送信者-受信者間でID/パスワード
を事前に合意しておきます。
正しいID/パスワードを指定したと
きのみ通信が出来ます。

通信の接続先が正しい相手で
あることを電子証明書によって
検証できます。

通信の送信者が正しいこと
を電子証明書によって証明
できます。

メッセージ作成
者が、正しいこ
とを電子証明
書によって証明
できます。

＜切替運用は５章参照＞

◆推奨セキュリティ対策

H
T
T
P

ベ
ー
シ
ッ
ク
認
証

S
S
L

ク
ラ
イ
ア
ン
ト
認
証

S
S
L

サ
ー
バ
認
証

メ
ッ
セ
ー
ジ
署
名

JX手順 ○ ※ ○

ebXML手順 ○ ○

AS2手順 ○ ○

※製品の対応が出来次第ベーシック認証から
SSLクライアント認証への切り替えを推奨
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経済産業省 平成１９年度
流通システム標準化事業

流通BMSでは、流通業界共通認証局から発行された電子証明書を使用します。
プライベート証明書（自社で発行した証明書）やパブリック証明書（一般の認証局が発行した証明書）は
使用しないでください。

EDI
システム

EDI
システム

小売 卸

発行局（ＣＡ）登録局（ＲＡ）

流通業界共通認証局

証明書
発行

発行申請

失効
リスト

CA局
証明書

流通業界共通認証局とは、流通業界共通認証局証明書ポリシー
（経済産業省 流通システム標準化事業のＨ18年度成果として策定）に適合す
ることが確認されている認証局を指します。

電子証明書の種類、発行手順、有効期限などの具体的なサービス
内容は、各認証局にお問い合わせください。

◆認証局により、証明書発行手順が異なります。本節では、代表的な二つの発行手順について解説します。

証明書要求（CSR)型 ⇒ ２．５（３）～（４） センタ一括鍵生成型 ⇒ ２．５（５）～（６）

２．EDIシステムの構築
２．５ 電子証明書の導入

（２）流通BMSで使用する電子証明書
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経済産業省 平成１９年度
流通システム標準化事業

①認証局の開設（鍵生成、CA局証明書の作成、配布）
⑥証明書要求の内容確認（審査）と証明書発行

CA
証明書

証明書要求(CSR)を使用する証明書発行モデルを示します

２．EDIシステムの構築
２．５ 電子証明書の導入

（３） 【証明書要求型】証明書発行モデル

流通業界共通認証局（登録局（RA）、発行局（CA)）

②CA局証明書を取得する
③EDIシステムへ登録する
④自社の鍵ペアを生成する
⑤証明書要求を作成し、認証局に送付する
⑦返送された電子証明書を入手する
⑧電子証明書をEDIシステムに設定する

電子証明書発行依頼側

EDI
システム

秘密鍵

公開鍵

証明書
要求

証明書

CA
証明書 証明書

①

②

③

⑤

⑥

⑦

⑧

④
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経済産業省 平成１９年度
流通システム標準化事業

(1-1)鍵ペアを生成
(1-2)SSLサーバ証明書要求を作成
(1-3)SSLサーバ証明書要求をRA（登録局）へ送付
(1-4)SSLサーバ証明書をCA（発行局）から入手
(1-5)通信サーバにSSLサーバ証明書を実装

(2-1)鍵ペアを生成
(2-2)SSLクライアント証明書要求を作成
(2-3)SSLクライアント証明書要求をRA（登録局）へ送付
(2-4)SSLクライアント証明書をCA（発行局）から入手
(2-5)通信ソフトウェアにSSLクライアント証明書を実装

(１) SSLサーバ証明書
の取得の場合

(２) SSLクライアント
証明書の取得の場合

SSLサーバ認証用と、SSLクライアント認証用、メッセージ署名用（AS2で使用）の電子証明書の導入
までの手順を下記に示します。

(0) 事前設定
CA証明書の設定

(0-1)信頼できるCA局証明書として、流通業界共通認証局のCA局証明書を
EDIシステムに取り込む

２．EDIシステムの構築
２．５ 電子証明書の導入

（４） 【証明書要求型】電子証明書の導入手順

(3-1) 鍵ペアを生成
(3-2) AS2メッセージ署名用証明書要求を作成
(3-3) AS2メッセージ署名用証明書要求をRAへ送付
(3-4) AS2メッセージ署名用証明書をCAから入手
(3-5) AS2通信ソフトウェアにAS2メッセージ署名用証明書を実装

(３)AS2メッセージ
署名用証明書の
取得の場合
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経済産業省 平成１９年度
流通システム標準化事業

①認証局の開設（鍵生成、CA局証明書の作成、配布）
⑤証明書発行依頼の確認（審査）
⑥鍵ペアの生成と証明書発行

CA
証明書

①

２．EDIシステムの構築
２．５ 電子証明書の導入

（５） 【センタ一括鍵生成型】証明書発行モデル

CA
証明書

審査局側で鍵生成を行う証明書発行モデルを示します

②CA局証明書を取得する
③EDIシステムへ登録する
④認証局に電子証明書発行を依頼する
⑦返送された電子証明書＆鍵を入手する
⑧電子証明書＆鍵をEDIシステムに設定する

電子証明書発行依頼側

EDI
システム

秘密鍵

公開鍵

証明書
発行
依頼②

③

④

⑦

⑧

⑥

証明書

証明書

流通業界共通認証局（登録局（RA）、発行局（CA)）
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経済産業省 平成１９年度
流通システム標準化事業

(1-1)SSLサーバ証明書の発行を認証局へ依頼
(1-2)SSLサーバ証明書＆秘密鍵をCA（発行局）から入手
(1-3)SSLサーバ証明書、秘密鍵を取り出す
(1-4)通信サーバにSSLサーバ証明書を実装

(2-1)SSLクライアント証明書の発行を認証局へ依頼
(2-2)SSLクライアント証明書＆秘密鍵をCA（発行局）から入手
(2-3)SSLクライアント証明書、秘密鍵を取り出す
(2-4)通信ソフトウェアにSSLクライアント証明書を実装

(１) SSLサーバ証明書
の取得の場合

(２) SSLクライアント
証明書の取得の場合

(0) 事前設定
CA証明書の設定

(0-1)信頼できるCA局証明書として、流通業界共通認証局のCA局証明書を
EDIシステムに取り込む

２．EDIシステムの構築
２．５ 電子証明書の導入

（６） 【センタ一括鍵生成型】SSLサーバ認証用・SSLクライアント認証用電子証明書の導入手順

(3-1)AS2メッセージ署名用証明書の発行を認証局へ依頼
(3-2)AS2メッセージ署名用証明書＆秘密鍵をCA（発行局）から入手
(3-3)AS2メッセージ署名用証明書、秘密鍵を取り出す
(3-4)通信ソフトウェアにAS2メッセージ署名用証明書を実装

(３)AS2メッセージ
署名用証明書の
取得の場合

SSLサーバ認証用と、SSLクライアント認証用、メッセージ署名用（AS2で使用）の電子証明書の導入
までの手順を下記に示します。
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①認証局の開設（鍵生成、CA局証明書の作成、配布）

CA
証明書

JX手順クライアントを導入した場合、SSLサーバ認証による通信路セキュリティ対策を有効にするた
め、JX手順サーバ側のSSLサーバ認証用電子証明書に対応したCA局証明書を自社EDIシステムへ
登録してください。

２．EDIシステムの構築
２．５ 電子証明書の導入

（７） JX手順クライアント導入時の電子証明書の導入

②CA局証明書を取得する
③EDIシステムへ登録する

JX手順クライアント導入企業

EDI
システム

CA
証明書

①

②

③

流通業界共通認証局（登録局（RA）、発行局（CA)）
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◆AS2メッセージ署名用証明書の認証は、流通業界共通認証局発行の
電子証明書であることを確認することにより動的に実施するため、事前の
電子証明書交換等は不要です

(２)SSLクライアント認証
用証明書について

証明書の種類、認証方式によって、事前に相対間で行うやり取りを下記に示します。

２．EDIシステムの構築
２．５ 電子証明書の導入

（８） EDI取引開始前の事前取引について

◆クライアント認証では、相対間で合意した認証方式に応じて、必要な情報
をクライアント側から接続先のサーバ側へ通知することがあります

(１)SSLサーバ認証用
証明書について

(３)メッセージ署名用
証明書について

◆ SSLサーバ認証は、WebサイトとしてのSSL通信の際URLが一致するかで
審査を行なうため、事前のやり取りは不要です

＜２．７（６）参照＞

＜２．７（７）参照＞
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◆HTTPベーシック認証では、ID・パスワードを使用します。ＩＤもパスワードも、英数字記号等を

羅列した文字列です

◆ID・パスワードは、クライアントがサーバに通信を行う際に、クライアントからサーバに通知する

もので、クライアントが正しいＩＤと正しいパスワードを通知した場合にのみ、以降の通信が行え

ます

◆HTTPベーシック認証を使用する前に、サーバ導入企業にて、各クライアント導入企業が使用

するＩＤとパスワードを決定し、各クライアント導入企業へ通知します

◆サーバ導入企業では、企業のセキュリティポリシーに応じて、一定期間ごとにパスワードを更新

するなどの対策を行ってください

◆クライアント導入企業では、企業のセキュリティポリシーに応じて、パスワードが部外者に漏れ

ないような対策を行ってください

通信路セキュリティ対策として、HTTPベーシック認証を使用する場合の留意点を下記に示します。

２．EDIシステムの構築
２．５ 電子証明書の導入

（9） HTTPベーシック認証について ご参考
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２．EDIシステムの構築
２．６ 流通BMS XMLスキーマの導入

流通BMS XMLスキーマの導入について下記に示します。
XMLおよびXMLスキーマに関する詳細は、XMLテクニカルガイドを参照してください。

＜詳細は「XMLテクニカルガイド」参照＞

（１）流通BMS XMLスキーマについて
メッセージとＸＭＬスキーマの関係、社内形式データからメッセージを作る変換機能について、

説明しています

（２）流通BMSメッセージのXMLスキーマ検証
メッセージをＸＭＬスキーマにより検証する作業について説明しています

（３）流通BMS XMLスキーマの配布用パック
XMLスキーマの導入に利用するXMLスキーマ配布用パックについて説明しています

（４）流通BMS XMLスキーマの保持について
相対間取引で使用するメッセージを検証するためのＸＭＬスキーマの保持方法について説明

しています

（５）処理判別機能における判別処理について
受信したメッセージに対して、どのメッセージ種であるか、どのＸＭＬスキーマで検証するかを

判別する方法について説明しています
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XMLXML

「発注」
Ver1.1

XMLXML

「発注」
Ver1.0

社内形式社内形式

「発注」
データ

社内形式社内形式

「発注」
データ

２．EDIシステムの構築
２．６ 流通BMS XMLスキーマの導入

流通BMS XMLスキーマに関する概要を以下に解説します。

（１）流通BMS XMLスキーマについて

◆メッセージと◆メッセージとXMLXMLスキーマスキーマ

◆メッセージと変換機能（◆メッセージと変換機能（XMLXMLマッパ機能）マッパ機能）

XMLXMLスキーマは、対応するメッセージのスキーマは、対応するメッセージの

形式を規定します。形式を規定します。
メッセージ種・バージョンごとに対応するメッセージ種・バージョンごとに対応する
XMLXMLスキーマが策定されています。スキーマが策定されています。

「発注」Ver1.0

「発注」Ver1.1

「出荷伝票」Ver1.1

「発注」XMLスキーマ、
Ver1.0

「発注」XMLスキーマ、
Ver1.1

「出荷伝票」XMLスキーマ、
Ver1.1

メッセージ種・バージョンごとに、社内データ形式と相互変換するための変換機能（もしくは変換設メッセージ種・バージョンごとに、社内データ形式と相互変換するための変換機能（もしくは変換設
定）を用意してください。定）を用意してください。

変換機能

メッセージ

メッセージ

メッセージ

取引先A
向け

(Ver1.0使用)

取引先B
向け

（Ver1.1使用）

「発注」
V1.1マッ
ピング

「発注」
V1.0マッ
ピング
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検証
結果

２．EDIシステムの構築
２．６ 流通BMS XMLスキーマの導入

（２）流通BMSメッセージのXMLスキーマ検証

「出荷伝票」XMLスキーマ、
Ver1.1

「出荷
伝票」
Ver1.1

XML

XML
スキーマ
検証機能

流通BMSメッセージは、生成時や受信時に、対応するXMLスキーマとXMLスキーマ検証機能を
使って、形式の妥当性を検証することが出来ます。ただし、アプリケーション依存の妥当性は検証でき
ません。例えば、業務ルールで決められたタグの使用や値の制限などについては、別途業務ルール
チェック機能を用意する必要があります。

検証
結果

「発注」XMLスキーマ、
Ver1.1

「発注」
Ver1.0

XML

検証
結果「発注」

Ver1.1

XML

XML
スキーマ
検証機能

Ver1.0互換として
V1.1の形式の妥当

性を検証

○ タグの出現順序、出現回数、名前のつづり、必須／オプションはチェックできます
○ タグの値として、適正な文字種かどうか（英字のみ、数字のみ、英数字のみ、文字種問わず）、

文字数（桁数）は適切か、適正なコードかどうか、はチェックできます

× XMLスキーマで規定されていないコードはチェックできません（例 GLNなど）
× 相対間で使用しないと決めた省略可能なタグが使用されている場合、使用が不適正であることの

チェックはできません （ XMLスキーマの検証では形式が正しいため）

○○ タグの出現順序、出現回数、名前のつづり、必須／オプションはチェックできますタグの出現順序、出現回数、名前のつづり、必須／オプションはチェックできます
○○ タグのタグの値として、適正な文字種値として、適正な文字種かどうか（英字のみ、数字のみ、英数字のみ、文字種問わず）、かどうか（英字のみ、数字のみ、英数字のみ、文字種問わず）、

文字数（桁数）文字数（桁数）は適切かは適切か、、適正なコード適正なコードかどうか、はチェックできますかどうか、はチェックできます

×× XMLXMLスキーマで規定されていないコードはチェックできません（例スキーマで規定されていないコードはチェックできません（例 GLNGLNなど）など）
×× 相対間で使用しないと決めた省略可能なタグが使用されている相対間で使用しないと決めた省略可能なタグが使用されている場合、使用が不適正であることの場合、使用が不適正であることの

チェックチェックははできませんできません （（ XMLXMLスキーマの検証では形式が正しいためスキーマの検証では形式が正しいため））
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２．EDIシステムの構築
２．６ 流通BMS XMLスキーマの導入

（３）流通BMS XMLスキーマの配布用パック

XMLスキーマは、業種業態などの取引モデルを考慮して、いくつかのメッセージ種を一まとめにして配布
されています。
現在公開されているスキーマパックには、アパレル対応パック、生鮮メッセージパックがあります。

アパレル対応パック

Order_V1_1

Invoice_V1_0

Shipment Notification__V1_1

XMLSample

Documentations

Implementers Packet

Instance Files

Schemas

sbdh

SecondGenEDI

common

V1_1

order

パックフォルダの直下には、メッセージ種
毎にフォルダがあります

サンプルメッセージが含まれています

OrderV1.1の「メッセージ別項目一覧」
他が含まれています

Order V1.1のXMLスキーマ
ファイル群が複数のフォルダ

に配置されています

• パックは、左記のようなフォルダ構成となります

• 流通BMSメッセージのXMLスキーマは、複数の
XMLスキーマファイルを組み合わせたものとし
て、提供されます

• 各メッセージ種・バージョンにおけるXMLスキー
マファイルの組合せ方は、Schemasフォルダにお
かれた、Proxyファイルを見てください

• XMLSampleフォルダおよびInstance Filesには、
サンプルのメッセージインスタンスファイル
（XML）が含まれています。後述の相互接続テス
トなどでご利用いただけます

•• パックは、左記のようなフォルダ構成となりますパックは、左記のようなフォルダ構成となります

•• 流通流通BMSBMSメッセージのメッセージのXMLXMLスキーマは、複数のスキーマは、複数の
XMLXMLスキーマファイルを組み合わせたものとしスキーマファイルを組み合わせたものとし

て、提供されますて、提供されます

•• 各メッセージ種・バージョンにおける各メッセージ種・バージョンにおけるXMLXMLスキースキー
マファイルの組合せ方は、マファイルの組合せ方は、SchemasSchemasフォルダにおフォルダにお
かれた、かれた、ProxyProxyファイルを見てくださいファイルを見てください

•• XMLXMLSampleSampleフォルダおよびフォルダおよびInstance FilesInstance Filesには、には、

サンプルのメッセージインスタンスファイルサンプルのメッセージインスタンスファイル
（（XXMLML）が含まれています。後述の相互接続テス）が含まれています。後述の相互接続テス

トなどでご利用いただけますトなどでご利用いただけます

Proxyファイルが含まれています

SGE_OrderProxy1_1.xsd

Invoice_sample.xml

Order_sample_1_1.xml

フォルダ名から、メッセージ種とバージョン
を識別します。このフォルダは、

Orderのバージョン1.1（Order V1.1）です

Order V1.1のサンプルメッセージが
あります

Order
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相対間での調整の結果、使用することとなった流通BMSメッセージのメッセージ種・バージョン
に応じて必要となるXMLスキーマをすべて保持してください。
パック単位での導入を推奨します。尚、複数のパック・複数のバージョンを扱えるように配慮し尚、複数のパック・複数のバージョンを扱えるように配慮し
てください。てください。

（４）流通BMS XMLスキーマの保持について

２．EDIシステムの構築
２．６ 流通BMS XMLスキーマの導入

事例 導入するパックの例

グロサリ商材に関して、流通BMSメッセージを適

用する

アパレル対応パックを導入します

生鮮商材に関して、流通BMSメッセージを適用す

る

生鮮メッセージパックを導入します

取引先Aとは、グロサリ商材の受発注を、取引先

Bとは、生鮮商材の受発注を適用する

取引先A用としてアパレル対応パック、取引先B用として生鮮メッ

セージパックをそれぞれ導入します

発注Ver1.1、出荷伝票Ver1.1 、出荷梱包（紐付けなし） Ver1.1 、

出荷梱包（紐付けあり） Ver1.1 、受領Ver1.1 、返品Ver1.1 、

支払Ver1.0 、請求Ver1.0、値札Ver1.0

アパレル対応パックに含まれるメッセージ種

生鮮発注Ver1.0、生鮮出荷伝票Ver1.0 、生鮮受領Ver1.0 、

生鮮返品Ver1.0 、支払Ver1.0 、請求Ver1.0 、

集計表作成データVer1.0

生鮮メッセージパックに含まれるメッセージ種
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（５）処理判別機能における判別処理について

EDIシステムでは、受信したメッセージに対して、XMLスキーマによる検証や、圧縮解凍、社内形式へ
のマッピング処理を行います。
このため、これらの処理を実施するにあたり、受信したメッセージの対応するXMLスキーマの判別、
圧縮有無の判別、対応する社内形式マッピング定義の判別を行う必要があります。
この判別処理に必要な情報として、事前の相対間での調整結果に基づく管理情報と、EDI通信ソフト
ウェアから取得した情報やメッセージ内部の情報を利用します。

①①事前に事前に相対相対間で決定する事項間で決定する事項

・取引先
・適用する業務
・使用するメッセージ種
・使用するメッセージのバージョン
・圧縮の有無

③受信③受信時に時に識別識別する事項する事項

・送信元
・メッセージ種

２．EDIシステムの構築
２．６ 流通BMS XMLスキーマの導入

＜３章参照＞

共通ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

EDI通信ソフトウェア管理情報

メッセージメッセージ

②管理情報として蓄積②管理情報として蓄積

処理
判別
機能

EDIEDI通信ソフトウェアから入手通信ソフトウェアから入手
又は、メッセージを解析して入手又は、メッセージを解析して入手

管理テーブルとして保持
（送信元、ﾒｯｾｰｼﾞ種） ->（ｽｷｰﾏのﾊﾞｰｼﾞｮﾝ、

ｽｷｰﾏのDIRの格納位置、圧縮の有無）

④受信時に識別する事項と管理情報とを④受信時に識別する事項と管理情報とを
付き合わせて、必要な処理・設定を判別付き合わせて、必要な処理・設定を判別

変換機能

V1.1マッ
ピング

V1.0マッ
ピング

XMLスキーマ
検証機能

V1.1 生鮮
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２．EDIシステムの構築
２．７ 構築時の留意事項

システム構築時の留意事項を以降にまとめました。

（1）超大データのデータ量対策について
（２）禁則文字について
（３）各通信手順におけるメッセージ種の伝送について
（４）JCA手順とJX手順の違いについて
（５）JX手順におけるメッセージ種別取得について
（６）SSLクライアント認証の認証レベルについて
（７）AS2手順におけるメッセージ署名用証明書の扱い
（８）ebXML手順におけるCPA作成について
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対策１：一回あたり、一回あたり、9090秒（参考値）以内の通信完了秒（参考値）以内の通信完了を目指を目指す。す。

阻害要因 対策案

(１) データ量 当事者間で調整し圧縮を行う ⇒ 対策２

併せて、任意項目の削減を検討する

(2) 通信速度 高速なインターネット通信路の導入

(3) サーバ処理能力 多重化による負荷分散。高性能サーバ機への入れ替え

⇒ 対策３

圧縮形式は圧縮形式は、、ebXMLebXML手順、手順、JXJX手順の場合、手順の場合、ZIPZIP形式を推奨と形式を推奨とし、し、

ASAS２手順の場合、プロトコルによる圧縮を推奨２手順の場合、プロトコルによる圧縮を推奨します。します。
（圧縮する際に暗号化及びパスワードの指定は行わない）

（1）超大データのデータ量対策について（１／３）

支払／請求等のメッセージは、日次処理ではないためサイズが大きくなることがあり、通信時間の点や
EDIシステムの処理能力の点で問題となることがあります。
このため、下記の対策を推奨します。

２．EDIシステムの構築
２．７ 構築時の留意事項

【通信が、９０秒以内に終了しない要因とその対策】

対策２：一件のメッセージが１０一件のメッセージが１０MBMBを超えることが予想される場合、相対と調整し、を超えることが予想される場合、相対と調整し、

そのメッセージ種を圧縮する。そのメッセージ種を圧縮する。

（ご参考：H１８年度共同実証にて、１０MByteのデータの交換が６０秒で終了している実績があり、

のりしろもつけ、１．５倍の９０秒としています）

＜３．３、３．５（２）参照＞
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（1）超大データのデータ量対策について（２／３）

２．EDIシステムの構築
２．７ 構築時の留意事項

対策３： 64bit64bit機・機・64bit64bit対応ソフトウェアを導入する対応ソフトウェアを導入する

本質的に32bit機の実装メモリでは処理しきれないサイズのデータがあるため、高性能サーバ機へ

の入れ替えが必要となることがあります。

Work

JAVA （J2EE）

PGM

500MB

1200MB

・Win32bit機のOS上では 大4GBだがアプリが
使用できる上限は２GB（Windows2000サーバ利用時） 。

・通信する際に元データに対しebXML３～１０倍
JX手順は２０倍程度のメモリを使用。

・一般論としてＥＤＩ通信サーバは多重設計

・送信先の資源は見えないので限界値は
分からない。

・JX手順は特にクライアントで処理されるため
資源的にチープな状態も想定すべき。

XXXMB

20
00

M
B

X
X

X
0M

B

①メモリーの使用限界値
・32bit機でもWindows2003サーバーは3GBまで使用できる
・64bit機の場合はメモリーを積めば使用できる領域は飛躍的に拡大する

②通信する際のメモリ使用
・パッケージ製品によるバラつきがある、ebXML３～１０倍・JX手順２０倍程度
・XMLデータの処理にDOMを使った場合は一般的に大きくなる傾向が強い

③メッセージ自体のサイズ
・データ量は現在の取引ベースでしか検討できない
・商流の変更などにより一気にデータ量が増大する可能性がある

不
確
定
要
素

※相対環境を
意識する必要がある

DATA

PGM
DATA

Work

JAVA （J2EE）

PGM

500MB
DATA

PGM
DATA

自社環境 相対環境
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対策４：通信設定値を調整する。下記に推奨値を示しますが、相対との調整により、通信設定値を調整する。下記に推奨値を示しますが、相対との調整により、

適切な値を設定してください。適切な値を設定してください。

(１) HTTPのタイムアウトは「９０秒」を推奨とします。
（ご参考：通信速度100Mbpsを想定した場合の速度です）

(２) 高信頼性メッセージの再送パラメータは、３分間隔２回を推奨とする。

リトライによる自動復旧を優先させるため、1回あたり90秒以内に合わせた推奨値です。

（1）超大データのデータ量対策について（３／３）

２．EDIシステムの構築
２．７ 構築時の留意事項

＜３．３、３．５（２）参照＞
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・特に文字化け問題が発生しやすい以下の文字は、禁則文字として、流通ビジネスメッセージ標準
では使用しないこととする。ＸＭＬスキーマにおいてこれらの文字が存在しないことのチェックは
実施しないため、アプリケーションあるいはマスターデータ上でのチェックが必要となる。

・下記は、全角文字の扱いであり、ＡＳＣＩＩコードの「負記号」等ではない。

◆◆「－」「－」 など類似文字について、など類似文字について、文字化けの可能性があるため、注意文字化けの可能性があるため、注意

文字 呼称 Unicode Ｓ－ＪＩＳ 備考

0x2010 0x817C

0x213c

0x815c

0x30fc

禁則文字とした

0x2015 新たに化ける事が判明した

負記号

長音

EM ダッシュ

ＪＩＳ

「－」 0x213e

0x213c

0x213d

「ー」

「ー」

注

意

文

字

記号 日本語通用名称 英語名称 JIS Shift-JIS EUC-JP

～ 波ダッシュ WAVE DASH 0x2141 0x8160 0xA1C1

∥ 双柱 DOUBLE VERTICAL LINE 0x2142 0x8161 0xA1C2

－ 負符号、減算記号 MINUS SIGN 0x215D 0x817C 0xA1DD

￠ セント記号 CENT SIGN 0x2171 0x8191 0xA1F1

￡ ポンド記号 POUND SIGN 0x2172 0x8192 0xA1F2

￢ 否定 NOT SIGN 0x224C 0x81CA 0xA2CC

― EM ダッシュ EM DASH 0x213d 0x815c 0xA1BD

禁則文字は、下記の通り定められています。

（２）禁則文字について

２．EDIシステムの構築
２．７ 構築時の留意事項
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（３）各通信手順におけるメッセージ種の伝送について（１／３）

２．EDIシステムの構築
２．７ 構築時の留意事項

JX手順では、ビジネス文書送信要求（PutDocument）
および、ビジネス文書受信応答
（GetDocumentResponse）において、formatTypeタグの
値に“SecondGenEDI”、documentTypeタグにメッセー
ジ種の名称を指定します。使用できる名称については、
通信プロトコル利用ガイドラインを参照してください。

「通信プロトコル利用ガイドライン」参照

サーバ側にて、
設定します

クライアント側にて、
設定します

<soap:Envelope ..>

..

<soap:Body>

<PutDocument ..>

..

<formatType>SecondGenEDI</formatType>

<documentType>Order</documentType>

</PutDocument>

</soap:Body>

</soap:Envelope>

<soap:Envelope ..>

..

<soap:Body>

<GetDocumentResponse ..>

..

<formatType>SecondGenEDI</formatType>

<documentType>Shipment Notification</documentType>

</GetDocumentResponset>

</soap:Body>

</soap:Envelope>

クライアント側サーバ側

PutDocument

ConfirmDocument

取得の通知

１件取得

１件送信

インターネット等

GetDocument

１件送信確認

取得要求

取得通知確認

DATA

DATA
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（３）各通信手順におけるメッセージ種の伝送について（２／３）

２．EDIシステムの構築
２．７ 構築時の留意事項

送信側

ebXML送信電文

インターネット等

<soap:Envelope ..>

..

<soap:Header>

<eb:MessageHeader ..>

..

<eb:Service ..>SecondGenEDI</eb:Service>

<eb:Action ..>Order</eb:Action>

..

</eb:MessageHeader>

..

</soap:Header>

..

</soap:Envelope>

ebXML手順では、送信電文中の、Serviceタグの値に“SecondGenEDI”、Actionタグにメッセージ種
の名称を指定します。使用できる名称については、通信プロトコル利用ガイドラインを参照してくだ
さい。 「通信プロトコル利用ガイドライン」参照

送信側にて、設定
します

受信側
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（３）各通信手順におけるメッセージ種の伝送について（３／３）

２．EDIシステムの構築
２．７ 構築時の留意事項

送信側

AS2送信電文

インターネット等

POST /receive HTTP/1.0
..

Content-Type: .. ; boundary="as2Boundary1as2"; ..

--as2Boundary1as2

Content-Type: application/XML

Content-Disposition: Attachment; filename=Order

--as2Boundary1as2

..

--as2Boundary1as2--

AS2手順では、送信電文中の、filename欄の値にメッセージ種の名称を指定します。使用できる名
称については、通信プロトコル利用ガイドラインを参照してください。なお、必要な場合、相対間で調
整のうえで、メッセージ種の名称の後ろに任意長さの文字列を付加できます。

「通信プロトコル利用ガイドライン」参照

受信側

送信側にて、設定
します
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（４）JCA手順と流通BMSの通信手順の違いについて

２．EDIシステムの構築
２．７ 構築時の留意事項

JCA手順と流通BMSの通信手順の違いを下記に示します。

ED
I

標
準
メ
ッ
セ
ー
ジ

ED
I

通
信
標
準

通信基盤

通信手順

通信に関する当事者間合意

流通BMSの通信手順

データ表現形式

データ項目

コード(商品、企業識別)

取引業務プロセス

業務に関する当事者間合意

インターネット（数Mｂｐｓ）

JX手順／ebXML手順／AS2手順

流通BMS協定シートで調整

国際標準 XML（可変長）、形式規定もXML

業務項目、メッセージヘッダー項目を標準化

商品：GTIN（JAN）、企業識別：GLN、小売コード

メッセージの運用ガイドライン

プロセスやコード種、等の選定項目を提示

JCA手順

電話網（９６００ｂps等 ）

JCA通信手順

情報システム部門同士で個別調整

JCA形式（固定長）、形式規定は小売の仕様書

個別項目

商品：JAN、 企業識別：小売コード

統一フォーマットは受発注のみ、小売の運用

個別交渉

※ JCA手順では、ブロックの受信時にエラーが発生した場合、サイクル番号を指定することにより、受信に失敗したブロック
から転送し直していました。一方、流通BMSの通信手順では、ファイル単位の送受信となり、送受信に失敗した場合は、
メッセージ単位（ファイル単位）で再度送受信を実施します。

通信単位（※) メッセージ（ファイル）単位メッセージを分割したブロック単位
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（５）JX手順におけるメッセージ種別取得について

発注
メッセージ

受領
メッセージ

支払
メッセージ

■運用による対策その１： 時間を区切って扱うメッセージ種を分ける方法
（制約事項： 同じメッセージを同時刻に送付する必要がある場合には対応不可）

■運用による対策その２：
ＪＸ手順サーバや複数ＩＮＢＯＸでメッセージ種を
分ける方法

例) Aサーバは、オーダのみ、
Bサーバは、その他。

企業B企業A

JX手順
ｻｰﾊﾞ

JX手順
ｸﾗｲｱﾝﾄ

時間

9:00

12:00

15:00

発注
メッセージ

受領
メッセージ

支払
メッセージ

セット

入替

入替

時間

9:00

12:00

15:00

JX手順サーバ側
では、時間帯を
区切ってセットす
るメッセージ種を

入れ替える

JX手順クライアント側
では、メッセージ種に

応じてサーバに
アクセスする時間帯を

変更する

相対間で時間帯とメッ
セージ種について予め

合意しておく

企業B企業A

JX手順
ｻｰﾊﾞ

JX手順
ｸﾗｲｱﾝﾄ

相対間でメッセージ種を分ける手段
について予め合意しておく

例) サーバを分ける、IDを分けるなど

発注
メッセージ

受領
メッセージ

支払
メッセージ

JX手順において、指定したメッセージ種別のみ取得したい場合、JX手順の現行仕様では、該当する
機能が規定されていないため（※）、運用による対策を講じることが考えられます。

※ メッセージ種別を指定した取得に関する仕様について、 JX手順の仕様改定を検討中です（2008/03現在）。

２．EDIシステムの構築
２．７ 構築時の留意事項
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SSLクライアント認証の認証レベルとして、（２）または、（１－２）を推奨とします。
・流通業界共通認証局が発行する証明書であることを確認する ・・（２）
・事前に入手した記載内容との一致により、正当性を認証する・・（１-２）

※１ 流通業界共通認証局（A・B）が発行する証明書を
持たない企業

※２ 流通業界共通認証局（A・B）が発行する証明書を
持つ企業

※３ 流通業界共通認証局（A・B）が発行する証明書を
持ち、かつ、取引先として登録済みの企業

流通業界共通
認証局A発行の
証明書を持つ企業

※１

※２

※３

取引先として
登録済みの企業

流通業界共通
認証局B発行の
証明書を持つ企業

証明書による企業の分類

(1) 取引先を識別できるレベル（下記ベン図の※３）

(1-1) 事前に入手した証明書の内容との一致

により、正当性を認証する

○確実に取引先を識別できる

○改ざん不可

×証明書運用が煩雑

(1-2) 事前に入手した記載内容との一致により、

正当性を認証する

○証明書運用はやや簡易 ×認証に使う記載内容により、

認証レベルが変動

×改ざん有り得る

(2) 流通業界共通認証局が発行する証明書であるを
確認できるレベル（下記ベン図の※２）

○証明書運用は簡易 ×取引先以外の流通業企業か

らのメッセージを受信

２．EDIシステムの構築
２．７ 構築時の留意事項

（６）SSLクライアント認証の認証レベルについて

厳密なチェック
運用は煩雑

簡便なチェック
運用は簡易
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証明書

メッセージ署名

AS2電子封筒

受信者側

XMLXML

メッセージ

ＡＳ２のメッセージ署名について、電子証明書運用の負荷軽減を目的として、事前の証明書交換を
伴わない下記２方式を推奨します。

(a)メッセージ署名用証明書のみメッセージに添付
(b)メッセージ署名用証明書とルートまでの証明書をメッセージに添付

受信側における証明書の内容確認は、受信側のポリシーに任せる。証明書内容をチェックしない
場合や、証明書内容によりユーザ認証する場合等が考えられます。

証明書

メッセージ署名

AS2電子封筒

（７）AS2手順におけるメッセージ署名用証明書の扱い

２．EDIシステムの構築
２．７ 構築時の留意事項

送信者側

SSL通信

XMLXML

メッセージ

証明書の内容を
適宜チェックする

送信者を証明する
証明書を添付する
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（８）ebXML手順におけるCPA作成について

ebXML手順において、CPAを作成する場合、流通BMSから配布されるCPAテンプレートを利用して、簡便に作成すること
が可能です。
CPAテンプレート中には、「###DSRI###-項目名」という文字列が、多数存在します。これらを通信パラメータ協定シート
により決定した値、証明書情報で置き換えることにより、CPAを作成することが出来ます。通信パラメータ協定シートの項
目と「###DSRI###-項目名」の対応関係は、通信パラメータ情報：ebXML手順用に記載されています。

置換対象：
(1)CPAに関する項目

CPA識別子、CPA有効期限（開始日時、終了日時）
(2)小売企業（Buyer）に関する項目

企業識別コード種別、企業識別コード、企業名、企業URL、エンドポイント、証明書情報
(3)卸企業（Seller）に関する項目

企業識別コード種別、企業識別コード、企業名、企業URL、エンドポイント、証明書情報

CPA
テンプレート

通信パラメータ
協定シート

CPA
###DSRI###-xxx ⇒ 1110000-22299-cpa
###DSRI###-yyy ⇒ 1110000
###DSRI###-zzz ⇒ http://www.111.com

値を置き換える
###DSRI###-zzz

###DSRI###-yyy

###DSRI###-xxx

２．EDIシステムの構築
２．７ 構築時の留意事項

尚、ebXML手順においてCPAを作成する場合、原則として、流通BMS導入を働きかけた側は、CPA作成者として、CPAの
作成・配布・管理を担当することが、推奨されています。
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1. サーバ等ハードウェアの故障や、OSなどの基本ソフトの不具合に起因するもの
1. サーバやPCのハード故障
2. OSの不具合によるシステム障害

2. XML-EDIのソフトウェアの不具合や、データ容量増加に起因するもの
1. パッケージソフトの不具合
2. データ容量増加に伴い、メモリー不足等でシステム停止
3. データ容量増加に伴い、想定時間内で処理が終わらない

3. ネットワークの障害や、通信負荷増加に起因するもの
1. インターネットプロバイダー側障害による通信断や負荷増加による速度低下
2. ネットワークワームやDoS攻撃などにより通信機器・サーバの障害や動作速度低下
3. 通信装置・機器の障害

4. 認証や証明書に起因するもの
1. 証明書失効
2. システム障害により証明書を喪失

※本節は、GCIジャパン 平成１９年度XML-EDI WG 実装技術分科会の成果に基づき作成しています。

本節では、流通BMSに基づくEDIシステムを運用する際に想定される障害とその対応策について、
下記の観点について、解説しています。
本節を参考にしていただき、各企業のポリシーに応じて、具体的な対策をご検討ください。

２．EDIシステムの構築
２．８ EDIシステムの障害対応

（１）障害対応の観点

障害対応に関わる取引先との取り決めについては、「導入ガイドライン（業界編）」参照
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項目 障害内容 対応 備考

サーバやPCのハード故障 1.サーバをクラスター化するなど、待機

システムを準備

2.保守契約により、SLA内の時間で故障

を回復できる体制を構築

待機系を準備するの費用のかかることでもあり、

PCの利用者などは日頃からバックアップの取得

と、復元操作を含む保守契約の締結が有効

サ
ー
バ
やP

C

の
故
障

O
S

等
の
基
本
ソ
フ
ト
の
不
具
合

OSの不具合によるシステム

障害

1.OSの不具合情報サイトに常に目を通

し、必要に応じてOSのPTFを適用する

2.OSの自動アップデートをonにしておく

OSの自動アップデートは別の不具合を発生させ

る原因でもあるので、ダウンロードまでは自動実

施し、インストールは人間が操作する方式が望

ましい

パッケージソフトの不具合 1. 保守契約を締結し、日頃からupdate

情報に目を通す

2.サポートについて確認し、できれば契

約を締結しておく

XML-EDIの宿命としてメッセージ・スキーマの

バージョンアップに対応するためにも、保守・サ

ポートの契約は必要

データ容量増加に伴い、メモ

リー不足等でシステム停止

1.自社で取り扱う 大データ容量での

運用試験を行っておき、メモリー不足

によるシステム停止などが発生しない

か確認しておく

X
M

L
-
E
D

I

パ
ッ
ケ
ー
ジ
ソ
フ
ト
の
不
具
合
や

デ
ー
タ
容
量
の
増
化

データ容量増化に伴い、想

定時間内で処理が終わらな

い

1.自社で取り扱う 大データ容量での

運用試験を行っておき、システム停止

などが発生しないか確認しておく

データ量の増加により、Javaで作成されたシステ

ムにおいてはヒープ領域不足が発生し、ガベー

ジコレクションの多発による処理遅延やjavaのエ

ラーによるアプリケーションダウンが発生

またRDBを利用していた場合、実行計画の変更

により、前日までの処理時間に対し10倍以上の

処理時間となることがある

（２）想定される障害とその対応（１／２）

２．EDIシステムの構築
２．８ EDIシステムの障害対応
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項目 障害内容 対応 備考

インターネットプロバイダー障害

・IX障害、ISP障害

・ネットワーク負荷による速度低下

1.別のIX,ISPの回線を準備する

2.回復を待つ。 時間がかかりそうな場合

には別の方法で発注する

複数回線に運用は、URLを複数持つと

ともに、証明書も複数持つ必要などがあ

り、小規模事業者には対応のハードル

が高い

ネットワークワームやDoS攻撃 1.攻撃対応型のFWを設置すると伴に、

OSについてもウィルス・ワームならびに

Flood対応を実施しておく

2.回復に時間のかかりそうな場合には別

の方法で発注する

DoS攻撃はXML-EDIを実施する上で避

けて通れない問題であり、URL名のつ

け方（企業名がわからないように）や、イ

ンターネット側の回線の太さなどの考慮

が必要

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
障
害
や
通
信
負
荷
増
加

こ
の
項
目
に
つ
い
て
は
、
次
ペ
ー
ジ
で
さ
ら
に

検
討
を
行
う

通信装置機器 1.通信機器(スイッチやルータ）は二重化

を実施しておくことが望ましい。

通信機器の稼動監視は死活監視(通常

はping)レベルでは十分ではなく、できれ

ばポート単位のパケット不良率の監視

が必要

証明書失効 1.流通BMS用証明書の有効期間につい

て、十分に注意をして運用を行う

証明書発行機関が満了日前に連絡を

入れ、継続措置をとれるサービスを行う

べき。ちなみに流通BMS用証明書発行

機関は60日前に連絡が入る

認
証
や
証
明
書

システム障害により証明書を喪失 1.システムセーブ時に必ず証明書がセー

ブされているように、バックアップ計画を

策定する

（２）想定される障害とその対応（２／２）

２．EDIシステムの構築
２．８ EDIシステムの障害対応
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影響範囲 回復までの時間 対応方法１ 対応方法２ 備考

IX障害
日本の半分等の

レベル

不明だが、それ

ほどかからな

い？

別のIXにつながっている

ISPと契約

回復をまつ。長引きそう

な場合には電話・FAX発

注を使う

あまり心配する必要

がない障害と思われ

る

ISP障害
NTTの場合は広

域障害の恐れ
１時間～24時間

複数のISPと契約を行い、

それに対応したハード構

成を施す

回復をまつ。長引きそう

な場合には電話・FAX発

注を使う

発注等の緊急性に応

じて対応１もしくは対

応２を実施

(D)DoS

攻撃

特定の企業

(URL)

1日～数日、時

に数週間

攻撃対応型のFWを設置

するとともに、OSについ

てもflood対応としておく

通常とは異なるURLを

準備、もしくは

email,ftp,web等の別送

受信方法を準備

エージェントPCが不

要なDistributed 

Reflection DoS 攻撃

が登場している

通信速度低下
特定の企業もし

くは広域
1時間～数時間

複数のISPと契約を行い、それに対応したハード構

成を施す

装置の死活監視ではなく通信品質に踏み込んだ監

視レベルを行う

原因が網側、LAN設

備故障、サーバ能力

不足のいずれか切り

分けが必要

LAN障害 企業内の一部 0～数時間

通信装置を2重化しておく。 LAN Loop検出とポート

閉塞機能を持ったSWを使用する

装置の死活監視ではなく通信品質に踏み込んだ監

視レベルを行う

二重化しても、ポート

障害の場合切り替わ

らない事が多いので

注意が必要

ネットワーク系障害対応としては、普段から通信状況についてモニタリングを行い、異常を検知する勘を磨いておく必要があります

（３）ネットワーク系障害の対応方法

２．EDIシステムの構築
２．８ EDIシステムの障害対応



48

経済産業省 平成１９年度
流通システム標準化事業

技術的な障害対応方針を策定するには、自社のEDIの規模を十分考慮する必要があります。

ここで言うEDIの規模とは、システム障害時に運用要員によりどの程度の対応が可能かによると

考えられます。

メッセージ発信側としての規模の分類：

1. 【少】運用要員で取引先に電話やFAXで障害を連絡し、発注データを別方法で伝えられる規模

2. 【中】運用要員の人手ではむりだが、コンピュータFAXやメール等を利用することにより、
障害の通知とデータ渡しが可能な規模

3. 【多】コンピュータFAX等を設けても、発信先数が多いため、現実的な時間内でFAX等による
データ渡しが不可能な規模

受信側の観点として、通常以外の方法でデータが届いた場合に、そのデータを処理できなければ

【多】として分類しなければならない場合が存在します。

（４）EDIの規模と障害対策 （１／２）

２．EDIシステムの構築
２．８ EDIシステムの障害対応
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【多】

コンピュータFAXでも緊急時処

理が間に合わない規模。

【中】

人間による電話・FAX操作で

は緊急時に対応が間に合わな

い規模

【少】

緊急時に電話やFAXで

取引先に状況を報告可

能な規模の場合

備考

ハードウェアや

ソフトウェア

待機系や縮退運転可能なシス

テム構成が必要、計画保守を

除きほぼ24時間365日の稼動

が可能なハードウェアの準備

が必要

LAN機器についても冗長化対

策実施

自社が目標とする時間内で障

害復旧が可能な保守体制を構

築する

サーバやPCについては、

システムのバックアップを

必ず取得し、ハード障害

時に復元可能な体制を

構築する

ファームウェア

やOSについて

は適時適用し、

安全性を高め

ていく

ネットワーク環境 主ISPと、緊急用ISPの２系統

持つことが望ましい

Data Centerが大手ISPに直接

接続されており、上位側イン

ターネット回線が十分な太さで

あることが重要

主ISPと、緊急用ISPの２系統

持つことが望ましい

自社で回線の監視ができない

場合には、監視と障害報告の

サービスを追加して契約

ＩＳＰとの契約に際し、24

時間の足回り回線の保

守(障害対応）を受けられ

るようにしておく

Firewallについ

ては、定期的に

ログを確認し、

不正侵入の形

跡などを確認す

る

その他 アウトソーシングサービスとし

てweb等でデータを渡せる環

境の準備があればさらに良い

待機系を持たない場合には、

定期保守日を設けて保守作業

を実施する

サーバやPCのシステム

ログやイベントログを毎

日確認する

対策

規模

（４）EDIの規模と障害対策 （２／２）

２．EDIシステムの構築
２．８ EDIシステムの障害対応
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技術的な障害対応方針の基本は、EDIシステムの冗長化によるダウン対策や、故障対応時間の短縮に
よりますが、別の方法としてＷebサービスを使い、データの「upload / download」を可能とすることも考えら
れます。

本項ではEDIサーバ障害時に、その他の手段によってにメッセージを配信する手段 についてまとめました。
本方針においては、ネットワークが稼動していることが前提となります。したがってこれらの方式を採用する
場合には、インターネット回線の二重化や、接続URL、証明書などについて準備が必要となります。

また障害時の連絡方法の確認や、運用訓練の実施など、実際の障害時に正しく操作できるかの確認が
必要となります。

さらに別の方法として、

1. EDI設備を別センターに設け、（普段は同期運用を行っておき）障害時には取引先様にそちらのシ
ステムからデータの配信・受信を行う方法

2. Web EDI等をアウトソーシング契約しておき、通常からそこにデータを流しておく方法

が考えられます。

（５）EDIサーバ障害時の代替手段について（１／２）

２．EDIシステムの構築
２．８ EDIシステムの障害対応
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代替手段 導入の容易さ
PUSH/PULL

発注側視点

システム化

自動化
規模 セキュリティ 備考

web

Web serverの準

備と、要望によっ

てdataをセットを

する体制

PULL

PULL型であり、

障害時の自動配

信は難しい。

別途連絡方法を

準備

大規模障害の場

合、同時接続負荷

の対応が必要

ID/Passの他、

証明書も利用可

能

ウォルマートのGEMに相当する

方式。 取引先が多いシステム

の場合、EDIサーバより導入費

用がかかる場合もある

ftp

ftp serverの準備

と、要望によって

dataをセットをす

る体制

PUSH/PULL

どちらも可能

障害発生時に

PUSHでデータ

送信可能

PUSHの場合には

自己サーバ能力に

合わせて動作可能

ID/Passと接続

先サーバIPの特

定化

web方式共々インターネットが

稼動していることが前提となる

ので、回線障害時の検討が必

要

mail

mail serverの準

備と、要望によっ

てdataをセットを

する体制

PUSH

障害発生時に

PUSHでデータ

送信を実行可能

自社mailサーバで

無い場合には容量

制約を受ける

メールアドレス
一般的なISPを経由し、企業間

直接接続でない場合もある

FAX/電話
コンピュータFAX

等の準備
PUSH

送信の自動化は

可能。受信は手

入力が必要

大容量の発注

データは処理不能
電話番号

自社で複数回線を持つFAX

サーバを用意できない時は、ア

ウトソーシングを検討する

媒体搬送

媒体作成装置

(CD-RやDVD-R)

の準備

PUSH
媒体作成の自動

化は可能

データ容量は十分

だが、作成した媒

体の配送が問題

手渡し
大容量の少数取引先にデータ

を渡す方法としては有効

（５）EDIサーバ障害時の代替手段について（２／２）

２．EDIシステムの構築
２．８ EDIシステムの障害対応
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３．取引先との各種調整作業
３．１ 調整作業の概要

取引先との間において、EDI取引に関する取り決めを行い、EDIシステムの設定に必要な業務とITの
パラメータの調整を行います。

調整事項 担当 調整内容

業務関連 業務担当
・共通確認シート、マッピングシートを使って業務的な取り

決め事項を調整してください

EDIシステム関連

IT部門担当

（O/S先IT部門担

当）

・取引先のIT部門担当と、使用する通信プロトコルに関す

るパラメタの取り決め事項を通信パラメータ協定シートを

利用して調整してください

尚、外部委託の場合にも、必要なパラメタの取り決め事項の調整について通信パラメータ協定シートをご利用いただけます。
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流通システム標準化事業

標準EDIシステムに必要な、業務とＩＴのパラメータの調整を、小売と卸とで実施します。
下記に示すワークシートを活用し調整ください。

３．取引先との各種調整作業
３．１ 調整作業の概要

相対間でEDI基本情報を調整し作成する。

相対間で通信パラメータを調整し作成する。

②通信パラメータ協定シート

調整して
作成

調整して
作成

調整して
作成

調整して
作成

②-1
EDI基本情報協定

手順別（ebXML手順用、JX手順用、AS2手順用）に
流通BMSとして設定するEDI通信パラメータを記載
したシート。

通信パラメータ情報通信パラメータ情報③EDI通信パラメータ情報

EDI通信ソフトウェア
設定情報（製品依存）

参照 参照

EDI通信ソフトウェア
設定情報（製品依存）

①共通確認シート

卸

EDI通信パラメータ
協定

②-2
EDI通信パラメータ協定小売

詳細は「導入ガイドライン
（業界編）」参照
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調整手順（ご参考）

①識別IDを発番し記入する
②小売企業情報、卸企業情報をそれぞれ

記入する
③EDI取引の可能な接続時間帯を調整し

記入する
④その他取り決め事項は備考欄へ

改廃用情報 作成者名／作成日付

　　新規　　・　　移行　　・　　変更

　　廃止　　・　　その他（　　　　　　　　　　） 　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

②-1 EDI基本情報協定

1 基本協定情報　 （小売が記載）

1-1 取引者間の基本情報　識別ID
1234567890123-3210987654321-000-BID
(GLN(小売側)-GLN(卸側)-連番3桁-"BID")

2 小売　企業情報 （小売が記載）

2-1 企業名 1 日本語 株式会社□□□□小売
2 英語 XXXXstore

2-2 企業識別コード (GLN) 123999999123
2-3 企業情報参照先 (URL:ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等) www.____.co.jp
2-4 1 氏名 □□□□

2 住所

3 電話番号 XXXX-XX-XXXX
4 FAX番号 XXXX-XX-XXXX
5 Eメールアドレス XXXX@____.co.jp

2-5 1 氏名 ○○○○  /  企業名
2 住所

3 電話番号 XXXX-XX-XXXX
4 FAX番号 XXXX-XX-XXXX
5 Eメールアドレス XXXX@____.co.jp

6
委託先企業識別コード
(VAN・ASP型モデルの
み記入)

333999999123

2-6 サーバ稼働時間帯 1 開始時間 00:00
2 終了時間 24:00
3 備考 月曜 00:00～4:00は接続時間外（システム保守）

2-7 流通ビジネスメッセージ標準の採用セット *****2007年度は使用しない*****

EDI責任者情報
□□県□□市□□町１－１－１

EDI担当者情報
(企業の担当者、
　又は、委託先
　SierやASPの
　EDI担当者)

□□県□□市□□町１－１－２

3 卸　企業情報 （卸が記載）

3-1 企業名 1 日本語 株式会社□□□□卸
2 英語 XXXXoroshi

3-2 企業識別コード (GLN) 3210987654321
3-3 企業情報参照先 (URL:ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等) www.____.co.jp
3-4 1 氏名 □□□□

2 住所

3 電話番号 XXXX-XX-XXXX
4 FAX番号 XXXX-XX-XXXX
5 Eメールアドレス XXXX@____.co.jp

3-5 1 氏名 ○○○○　/  企業名
2 住所

3 電話番号 XXXX-XX-XXXX
4 FAX番号 XXXX-XX-XXXX
5 Eメールアドレス XXXX@____.co.jp

6
委託先企業識別コード
(VAN・ASP型モデルの
み記入)

333999999123

3-6 サーバ稼働時間帯 1 開始時間 00:00
2 終了時間 24:00
3 備考

3-7 流通ビジネスメッセージ標準の採用セット *****2007年度は使用しない*****

4 接続時間帯 （相対で決定し記載）

4-1 開始時間 00:00
4-2 終了時間 24:00
4-3 備考

5 備考

月曜 00:00～4:00は接続時間外（システム保守）

EDI責任者情報
□□県□□市□□町１－１－１

EDI担当者情報
(企業の担当者、
　又は、委託先
　SierやASPの
　EDI担当者)

□□県□□市□□町１－１－２

①識別IDを記入

②企業情報をそれ
ぞれ記入

③接続時間帯調
整結果を記入

④その他合意事項を
記入

３．取引先との各種調整作業
３．２ EDI基本情報シートを使った調整作業

EDI基本情報シートを利用して、企業情報やサーバ接続時間の調整を行います。
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S-S型EDIモデルでは、PUSH型送信を行うため、自社サーバから、相手サーバへ、メッセージ送信を
行うことになります。この場合、相対間でサーバ運用時間の取り決めを事前にしておかないと、相手
サーバが停止中にメッセージ送信を行えない、という異常事態が発生することもありえます。
このような事態を回避するために、EDI基本情報シートの2-5, 3-5欄を使って、互いのサーバ接続時間帯
を申告し合い、互いに接続可能な運用時間帯を取り決めておきます。

2 小売　企業情報 （小売が記載）

2-6 サーバ稼働時間帯 1 開始時間 00:00
2 終了時間 24:00
3 備考 月曜 00:00～4:00は接続時間外（システム保守）

3 卸　企業情報 （卸が記載）

3-6 サーバ稼働時間帯 1 開始時間 00:00
2 終了時間 24:00
3 備考

4 接続時間帯 （相対で決定し記載）

4-1 開始時間 00:00

4-2 終了時間 24:00

4-3 備考 月曜 00:00～4:00は接続時間外（システム保守）

小売の可能な
EDIサーバの
稼動時間を記入

卸の可能な
EDIサーバの
稼動時間を記入

合意した
EDIサーバの
接続時間

３．取引先との各種調整作業
３．２ EDI基本情報シートを使った調整作業

サーバ運用時間について、調整を行います。
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②-2 EDI通信パラメータ協定（アパレル用）

1 協定情報　 （相対で決定し記載）

1-1 通信手順 (ebXML, AS2, JX) ebXML

2 基本情報 （相対で決定し記載）

2-1 取引者間の基本情報　識別ID 1234567890123-3210987654321-000-BID

2-2 通信プロトコル情報ID 1234567890123-3210987654321-001-ptc

2-3 有効期間開始日時 2007-10-23 00:00:00

2-4 有効期間終了日時 2010-10-23 00:00:00

3 使用するメッセージ種 （○：使用する、－：使用しない、バージョン：（Vx.x)、 （圧縮有無）    （相対で決定し記載）
採用 圧縮 採用ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ 送信予定時刻（予定日）

3-1 Order (発注) ○ ○ V1.1 7:00/12:00/17:00/21:00
3-2 Shipment Notification (出荷伝票) ○ V1.1
3-3 Package Shipment Notification (出荷梱包(紐付)) ○ V1.1
3-4 Non-associated Package Shipment Notification (出荷梱包（紐なし）) ―
3-5 Receiving Notification (受領) ○ V1.1
3-6 Return Notification (返品) ―
3-7 Invoice (請求) ○ V1.1 毎月25日
3-8 Payment (支払) ○ ○ V1.1
3-9 PriceTag（値札） ○ V1.0

4 小売　通信情報 （小売が記載）

4-1 1 クライアント認証 あり／なし　　（ebXML手順は推奨）

2 ベーシック認証情報※ あり／なし　　（JX手順は推奨）

3 メッセージ署名認証情報 あり／なし　　（AS2手順は推奨）

4-2 エンドポイント 1 URI https://____.co.jp:443/____

2 ＩＰアドレス（ｵﾌﾟｼｮﾝ)

3 サブネットマスク（ｵﾌﾟｼｮﾝ) 255.255.255.252
4-3 信頼性MSG交換 1 再送回数(ebXML/AS2のみ設定） 2回

2 再送間隔(ebXML/AS2のみ設定） 3分
3 重複検出時間(ebXMLのみ設定） 15分

4-4 識別情報 1 企業識別情報 1234567890123
2 マシン識別情報(JX手順のみ設定) ____@____.co.jp

※ ベーシック認証情報「あり」の場合、ID/パスワードを別途通知してください

セキュリティプロトコ
ル情報

xxx.xxx.xxx.xxx:PortNo,
 xxx.xxx.xxx.xxx:PortNo

改廃用備考欄 作成者名／作成日付

　　新規　　・　　移行　　・　　変更

　　廃止　　・　　その他（　　　　　　　　　　） 　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

5 卸　通信情報 （卸が記載）

5-1 1 クライアント認証 あり／なし　　（ebXML手順は推奨）

2 ベーシック認証情報※ あり／なし　　（JX手順は推奨）

3 メッセージ署名認証情報 あり／なし　　（AS2手順は推奨）

5-2 エンドポイント 1 URI https://____.co.jp:443/____

(JX手順のクライ 2 ＩＰアドレス（ｵﾌﾟｼｮﾝ)

アントの場合不要） 3 サブネットマスク（ｵﾌﾟｼｮﾝ) 255.255.255.252
5-3 信頼性MSG交換 1 再送回数(ebXML/AS2のみ設定） 2回

2 再送間隔(ebXML/AS2のみ設定） 3分
3 重複検出時間(ebXMLのみ設定） 15分

5-4 識別情報 1 企業識別情報 3210987654321
2 マシン識別情報(JX手順のみ設定) ____@____.co.jp

※ ベーシック認証情報「あり」の場合、ID/パスワードを別途通知してください

6 備考

標準メッセージ以外で交換するメッセージ種とその名前
１．NOT_STD_ＸＸＸＸＸＸＸ
２．NOT_STD_ＹＹＹＹＹＹＹＹＹＹ

セキュリティプロトコ
ル情報

xxx.xxx.xxx.xxx:PortNo,
 xxx.xxx.xxx.xxx:PortNo

調整手順（ご参考）

①通信プロトコルを調整し、記入する
②通信パラメタ協定の識別IDを発番し、

記入する
③有効期限を調整し、記入する
④使用するメッセージ種、圧縮の有無、

バージョンについて調整し、記入する
⑤通信パラメタ詳細について調整し、

記入する
・採用するセキュリティプロトコル種別
・使用する証明書と検証方式
・使用するID/パスワード

等々
⑥その他調整事項を備考欄へ記入する

・標準外メッセージの利用について
等々

①通信手順を記入

⑤通信パラメタを
それぞれ記入

⑥その他調整事項を
記入

②識別IDを記入

④使用するメッ
セージ種を記入

③有効期限を記入

３．取引先との各種調整作業
３．３ EDI通信パラメタ協定シートを使った調整作業

EDI通信パラメタ協定シートを利用して、使用する通信プロトコルの設定値について、調整を行います。
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通信パラメータ情報 ：　ＪＸ手順用

インターネットEDIプロトコル情報
SOAP-RPC 2004年度版  　（流通システム開発センタ発行）
改訂版:　平成１８年度　経済産業省委託事業　インターネットを利用した通信プロトコル　利用ガイドライン

↓：当事者間で調整が必要な項目

1 基本情報 　パラメータ設定値 調整備考

1 通信プロトコル情報ID 1234567890123-3210987654321-001-ptc ◎
GLN(調達側)-GLN(供給側)-連番3桁-ptc
EDI通信パラメータ協定シート2-2として相対で調整する

2 小売側情報 1 企業(サイト)の識別情報 1234567890123 ◎
形式：　GLN, URLなど、　senderID/receiverIDに設定する情報としてEDI
通信パラメータ協定シート4-4.1として相対で調整する

2 マシンの識別情報 ____@____.co.jp ◎
形式： URL, メールアドレスなど   To/Fromに設定する情報としてEDI通
信パラメータ協定シート4-4.2として相対で調整する

3 卸側情報 1 企業(サイト)の識別情報 3210987654321 ◎
形式：　GLN, URLなど、　senderID/receiverIDに設定する情報としてEDI
通信パラメータ協定シート5-4.1として相対で調整する

2 マシンの識別情報 ____@____.co.jp ◎
形式： URL, メールアドレスなど   To/Fromに設定する情報としてEDI通
信パラメータ協定シート5-4.2として相対で調整する

2 トランスポート層情報 (Transport) 調整備考

1 通信プロトコル情報 HTTP1.1 HTTPなどのトランスポートプロトコル名・バージョン

2 1 プロトコル名・バージョン SSL3.0 SSLなどのセキュリティプロトコル名・バージョン

2 サーバ認証 あり サーバ認証の有無

3 クライアント認証 あり／なし ◎
クライアント認証の有無；
EDI通信パラメータ協定シート4-1.1又は5-1.1として相対で調整する

4 ベーシック認証情報 あり／なし ◎
ベーシック認証時の有無；「ベーシック認証」の利用を推奨。
「あり」の場合、ID／パスワードを別途通知。
EDI通信パラメータ協定シート4-1.2又は5-1.2として相対で調整する

3 ドキュメント形式 SecondGenEDI SecondGenEDI（流通ビジネスメッセージ標準）

4 エンドポイントURI 1 URI https://____.co.jp:443/____ ◎
サーバのアクセスURI
EDI通信パラメータ協定シート4-2.1又は5-2.1として相対で調整する

2 ＩＰアドレス(オプション)
xxx.xxx.xxx.xxx:PortNo,
 xxx.xxx.xxx.xxx:PortNo

◎
サーバのIPアドレス
EDI通信パラメータ協定シート4-2.2又は5-2.2として相対で調整する

3 サブネットマスク(オプショ255.255.255.252 ◎
サーバのサブネットマスク
EDI通信パラメータ協定シート4-2.3又は5-2.3として相対で調整する

3 EDI関連通信仕様情報 (DeliveryChannel) 調整備考

1 同期/非同期応答モード 同期応答 同期モードで動作

2 応答要求 あり 受領確認を要求するか

3 応答への署名 なし 受領確認メッセージに署名するか

4 重複検出 あり 同じメッセージＩＤを持つメッセージは登録できない

4 ビジネスメッセージ特性 (BusinessTransactionCharacteristics) 調整備考

1 圧縮 1 メッセージの圧縮 あり／なし ◎
EDI通信パラメータ協定シート3として相対で、メッセージ種別ごとに、圧
縮のあり／なしを相対で調整する

2 圧縮形式 ZIP ZIP形式を推奨

5 電子証明書情報（サーバ側企業のみ） 調整

1 証明書の種類 SSLサーバ証明書

◎：相対で要調整　（EDI基本情報協定・EDI通信パラメータ協定に記載）

セキュリティプロトコ
ル情報

通信パラメータ情報 ：　AS2手順用

インターネットEDIプロトコル情報
IETF　標準  MIME-based Secure Peer-to-Peer  　Business Data Interchange over the Internet  Using HTTP 　 AS2-Version: 1.1　
（July 2005, http://tools.ietf.org/html/rfc4130） 

↓：当事者間で調整が必要な項目

1 基本情報 　パラメータ設定値 調整備考

1 通信プロトコル情報ID 1234567890123-3210987654321-001-ptc ◎
GLN(調達側)-GLN(供給側)-連番3桁-ptc
EDI通信パラメータ協定シート2-2として相対で調整する

2 小売側ID 123999999123 ◎
形式：　GLN
EDI基本情報協定シート2-2(もしくは2-5.6)として相対で調整する

3 卸側ID 3210987654321 ◎
形式：　GLN
EDI基本情報協定シート3-2(もしくは3-5.6)として相対で調整する

2 トランスポート層情報 (Transport) 調整備考

1 通信プロトコル情報 HTTP1.1 HTTPなどのトランスポートプロトコル名・バージョン

2 セキュリティプロトコル情報 SSL3.0 SSLなどのセキュリティプロトコル名・バージョン

3 ドキュメント形式 SecondGenEDI
SecondGenEDI（流通ビジネスメッセージ標準）。
但し、AS2のプロトコル上で"SecondGenEDI"を設定する箇所はな
い。

4 エンドポイントURI 1 URI https://____.co.jp:443/____ ◎
小売側サーバのアクセスURI
EDI通信パラメータ協定シート4-2.1として相対で調整する

(小売側) 2 ＩＰアドレス(オプション)
xxx.xxx.xxx.xxx:PortNo,
 xxx.xxx.xxx.xxx:PortNo

◎
小売側サーバのIPアドレス
EDI通信パラメータ協定シート4-2.2として相対で調整する

3 サブネットマスク(オプシ 255.255.255.252 ◎
小売側サーバのサブネットマスク
EDI通信パラメータ協定シート4-2.3として相対で調整する

4 サーバ認証 あり 小売側サーバ認証の有無

5 クライアント認証 あり／なし ◎
小売側クライアント認証の有無；「メッセージ認証」の利用を推奨
EDI通信パラメータ協定シート4-1.1として相対で調整する

6 ベーシック認証情報 あり／なし ◎
小売側ベーシック認証の有無；「メッセージ認証」の利用を推奨
　「あり」の場合、ID／パスワードを別途通知
EDI通信パラメータ協定シート4-1.2として相対で調整する

5 エンドポイントURI 1 URI https://____.co.jp:443/____ ◎
卸側サーバのアクセスURI
EDI通信パラメータ協定シート5-2.1として相対で調整する

(卸側) 2 ＩＰアドレス(オプション)
xxx.xxx.xxx.xxx:PortNo,
 xxx.xxx.xxx.xxx:PortNo

◎
卸側サーバのIPアドレス
EDI通信パラメータ協定シート5-2.2として相対で調整する

3 サブネットマスク(オプシ 255.255.255.252 ◎
卸側サーバのサブネットマスク
EDI通信パラメータ協定シート5-2.3として相対で調整する

4 サーバ認証 あり 卸側サーバ認証の有無

5 クライアント認証 あり／なし ◎
卸側クライアント認証の有無；「メッセージ認証」の利用を推奨
EDI通信パラメータ協定シート5-1.1として相対で調整する

6 ベーシック認証情報 あり／なし ◎
卸側ベーシック認証の有無；「メッセージ認証」の利用を推奨
　「あり」の場合、ID／パスワードを別途通知
EDI通信パラメータ協定シート5-1.2として相対で調整する

3 EDI関連通信仕様情報 (DeliveryChannel) 調整備考

1 同期/非同期応答モード 同期応答 MDNを同期で応答する

2 応答要求 あり MDNを同期で応答する

3 応答への署名 なし MDNへの署名は無し

4 重複検出 あり 重複検出を推奨

4 信頼性メッセージ交換 (DocEchange) 調整備考

1 小売側情報 1 再送回数 ２回 ◎
推奨値は2回
EDI通信パラメータ協定シート4-3.1として相対で調整する

2 再送間隔 ３分 ◎
推奨値は3分
EDI通信パラメータ協定シート4-3.2として相対で調整する

2 卸側情報 1 再送回数 ２回 ◎
推奨値は2回
EDI通信パラメータ協定シート5-3.1として相対で調整する

2 再送間隔 ３分 ◎
推奨値は3分
EDI通信パラメータ協定シート5-3.2として相対で調整する

5 ビジネスメッセージ特性 (BusinessTransactionCharacteristics) 調整備考

1 セキュリティ設定 1 送信否認拒否 あり 送信メッセージへの署名の有無

署名アルゴリズム RSA-SHA-1

2 受信否認拒否 なし 受信確認メッセージ(MDN)への署名の有無

署名アルゴリズム ―

3 メッセージ暗号化 なし

暗号アルゴリズム ―

2 圧縮 1 メッセージ圧縮 あり／なし ◎
EDI通信パラメータ協定3として相対で、メッセージ種別ごとに、圧
縮のあり／なしを相対で調整する

2 圧縮形式 プロトコルの圧縮機能を使用 RFC4130(RFC3274)で定められる圧縮形式

6 電子証明書情報 調整

1 証明書の種類 SSLサーバ証明書、AS2メッセージ署名用証明書

◎：相対で要調整　（EDI基本情報協定・EDI通信パラメータ協定に記載）

３．取引先との各種調整作業
３．４ EDI通信ソフトウェアへの反映

流通BMSでは、3種類の通信手順ごとに、EDI通信ソフトウェアの設定パラメタをまとめた通信パラメタ情
報シートを用意しております。このシートの黄色網掛け部分は、取引先と調整すべき通信パラメータであ
り、 通信パラメータ協定シート上の項目が対応します（対応関係は備考欄に記載されています）。また、
このシートの白い部分は、流通BMSで推奨値が決まっている項目です。
通信パラメタ情報シートを参照して、 通信パラメータ協定シートを利用して合意された通信パラメータを
EDI通信ソフトウェアに設定してください。

通信パラメータ情報　：　ebXML手順用　

ＯＡＳＩＳ　標準　：ebXML  Messaging  　Service　(ISO標準　　ISO-15000/2 TS)      ver 2.0

(http://www.oasis-open.org/committees/download.php/272/ebMS_v2_0.pdf)

↓：当事者間で調整が必要な項目
1 基本情報 　パラメータ設定値 調整　備考

1 通信プロトコル情報ID 1234567890123-3210987654321-001-ptc ◎
形式：　GLN(調達側)-GLN(供給側)-連番3桁-ptc
EDI通信パラメータ協定シート2-2として相対で調整する

2 cpaid 1234567890123-3210987654321-001-cpa ◎
形式：　GLN(調達側)-GLN(供給側)-連番3桁-cpa
通信プロトコル情報IDの末尾３文字をcpaに置き換えて作成する
CPA雛形の「###DSRI###-CPAID」を置き換える

3 cpa有効期間開始日時 2007-10-18T00:00:00Z ◎
形式：　UTC
EDI通信パラメータ協定シート2-3として相対で調整する
CPA雛形の「###DSRI###-CPAStartTime」を置き換える

4 cpa有効期間終了日時 2007-10-18T00:00:00Z ◎
形式：　UTC
EDI通信パラメータ協定シート2-4として相対で調整する
CPA雛形の「###DSRI###-CPAEndTime」を置き換える

5 小売（Buyer）側情報 1 企業(サイト)の名称 XXXXstore ◎
形式： 文字列
EDI基本情報協定シート2-1.2として相対で調整する
CPA雛形の「###DSRI###-BuyerName」を置き換える

2 企業(サイト)のID 123999999123 ◎
形式：　GLN
EDI基本情報協定シート2-2(もしくは2-5.6)として相対で調整する
CPA雛形の「###DSRI###-BuyerID」を置き換える

3 企業(サイト)のURL www.____.co.jp ◎
形式： URL
EDI基本情報協定シート2-3として相対で調整する
CPA雛形の「###DSRI###-BuyerURL」を置き換える

6 卸（Seller）側情報 1 企業(サイト)の名称 XXXXoroshi ◎
形式： 文字列
EDI基本情報協定シート3-1.2として相対で調整する
CPA雛形の「###DSRI###-SellerName」を置き換える

2 企業(サイト)のID 3210987654321 ◎
形式：　GLN
EDI基本情報協定シート3-2(もしくは3-5.6)として相対で調整する
CPA雛形の「###DSRI###-SellerID」を置き換える

3 企業(サイト)のURL www.____.co.jp ◎
形式： URL
EDI基本情報協定シート3-3として相対で調整する
CPA雛形の「###DSRI###-SellerURL」を置き換える

2 トランスポート層情報 (Transport) 調整備考

1 通信プロトコル情報 HTTP1.1 HTTPなどのトランスポートプロトコル名･バージョン

2 セキュリティプロトコル情報 SSL3.0 SSLなどのセキュリティプロトコル名･バージョン

3 ドキュメント形式 SecondGenEDI SecondGenEDI（流通ビジネスメッセージ標準）

4 小売（Buyer）側情報 1 エンドポイントURI https://____.co.jp:443/____ ◎
小売（Buyer）側サーバのアクセスURI
EDI通信パラメータ協定シート4-2.1として相対で調整する

2 ＩＰアドレス(オプション)
xxx.xxx.xxx.xxx:PortNo,
 xxx.xxx.xxx.xxx:PortNo

◎
小売（Buyer）側サーバのIPアドレス
EDI通信パラメータ協定シート4-2.2として相対で調整する

3 サブネットマスク(オプショ255.255.255.252 ◎
小売（Buyer）側サーバのサブネットマスク
EDI通信パラメータ協定シート4-2.3として相対で調整する

4 サーバ認証 あり 小売（Buyer）側サーバ認証の有無

5 クライアント認証 あり／なし ◎
小売（Buyer）側クライアント認証の有無；「クライアント認証」の利用を推
奨
EDI通信パラメータ協定シート4-1.1として相対で調整する

6 ベーシック認証情報 あり／なし ◎
小売（Buyer）側ベーシック認証の有無；
　「あり」の場合、ID／パスワードを別途通知
EDI通信パラメータ協定シート4-1.2として相対で調整する

5 卸（Seller)側情報 1 エンドポイントURI https://____.co.jp:443/____ ◎
卸（Seller)側サーバのアクセスURI
EDI通信パラメータ協定シート5-2.1として相対で調整する

2 ＩＰアドレス(オプション)
xxx.xxx.xxx.xxx:PortNo,
 xxx.xxx.xxx.xxx:PortNo

◎
卸（Seller）側サーバのIPアドレス
EDI通信パラメータ協定シート5-2.2として相対で調整する

3 サブネットマスク(オプショ255.255.255.252 ◎
卸（Seller）側サーバのサブネットマスク
EDI通信パラメータ協定シート5-2.3として相対で調整する

4 サーバ認証 あり 卸（Seller）側サーバ認証の有無

5 クライアント認証 あり／なし ◎
卸（Seller）側クライアント認証の有無；「クライアント認証」の利用を推奨
EDI通信パラメータ協定シート5-1.1として相対で調整する

6 ベーシック認証情報 あり／なし ◎
卸（Seller）側ベーシック認証の有無；
　「あり」の場合、ID／パスワードを別途通知
EDI通信パラメータ協定シート5-1.2として相対で調整する

3 EDI関連通信仕様情報 (DeliveryChannel) 調整備考

1 同期/非同期応答モード 同期応答 ebXML手順では、ＭＳＨアックを同期応答モードで使用することを推奨

2 応答要求 あり ebXML手順では、受領確認を要求を指定

3 応答への署名 なし ebXMLの応答への署名は行なわない

4 重複検出 あり ebXMLの重複排除は必須

4 信頼性メッセージ交換 (DocEchange) 調整備考

1 小売（Buyer）側情報 1 再送回数 2回 ◎
推奨値は2回
EDI通信パラメータ協定シート4-3.1として相対で調整する

2 再送間隔 3分 ◎
推奨値は3分
EDI通信パラメータ協定シート4-3.2として相対で調整する

3 配信順序保証 なし 配信する順序の保証はしない

4 重複検出時間 15分 ◎
推奨値は15分
EDI通信パラメータ協定シート4-3.3として相対で調整する

2 卸（Seller)側情報 1 再送回数 2回 ◎
推奨値は2回
EDI通信パラメータ協定シート5-3.1として相対で調整する

2 再送間隔 3分 ◎
推奨値は3分
EDI通信パラメータ協定シート5-3.2として相対で調整する

3 配信順序保証 なし 配信する順序の保証はしない

4 重複検出時間 15分 ◎
推奨値は15分
EDI通信パラメータ協定シート5-3.3として相対で調整する

5 ビジネスメッセージ特性 (BusinessTransactionCharacteristics) 調整備考

1 圧縮 1 メッセージ圧縮 あり／なし ◎
EDI通信パラメータ協定シート3として相対で、メッセージ種別ごとに、圧
縮のあり／なしを相対で調整する

2 圧縮形式 ZIP ZIP形式を推奨

2 1 AcceptanceAck なし メッセージの受信確認のビジネスシグナル

2 ReciptAck なし メッセージの受領確認のビジネスシグナル

6 電子証明書情報 調整

1 証明書の種類 SSLサーバ証明書、SSLｸﾗｲｱﾝﾄ証明書

◎：相対で要調整　（EDI基本情報協定・EDI通信パラメータ協定に記載）

インターネットEDI
プロトコル情報

ビジネスシグナル

相対間で調整可能
なパラメータ

流通BMSの推奨値が
あるパラメータ

備考欄に、通信パラメータ協定
シート（EDI基本情報シート、EDI通
信パラメタ協定シート）の項目との

対応を説明しています
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経済産業省 平成１９年度
流通システム標準化事業

３．取引先との各種調整作業
３．５ 通信パラメータ協定シートの解説

（１）「EDI基本情報協定」の解説（１／２）

改廃用情報 作成者名／作成日付

　　新規　　・　　移行　　・　　変更

　　廃止　　・　　その他（　　　　　　　　　　） 　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

②-1 EDI基本情報協定

1 基本協定情報　 （小売が記載）

1-1 取引者間の基本情報　識別ID
1234567890123-3210987654321-000-BID
(GLN(小売側)-GLN(卸側)-連番3桁-"BID")

2 小売　企業情報 （小売が記載）

2-1 企業名 1 日本語 株式会社□□□□小売

2 英語 XXXXstore

2-2 企業識別コード (GLN) 123999999123

2-3 企業情報参照先 (URL:ﾎｰﾑﾍ゚ ｰｼﾞ等) www.____.co.jp
2-4 1 氏名 □□□□

2 住所

3 電話番号 XXXX-XX-XXXX

4 FAX番号 XXXX-XX-XXXX

5 Eメールアドレス XXXX@____.co.jp
2-5 1 氏名 ○○○○  /  企業名

2 住所

3 電話番号 XXXX-XX-XXXX

4 FAX番号 XXXX-XX-XXXX

5 Eメールアドレス XXXX@____.co.jp

6
委託先企業識別コード
(VAN・ASP型モデルの
み記入)

333999999123

2-6 サーバ稼働時間帯 1 開始時間 00:00
2 終了時間 24:00
3 備考 月曜 00:00～4:00は接続時間外（システム保守）

2-7 流通ビジネスメッセージ標準の採用セット *****2007年度は使用しない*****

EDI責任者情報

□□県□□市□□町１－１－１

EDI担当者情報
(企業の担当者、
　又は、委託先
　SierやASPの
　EDI担当者)

□□県□□市□□町１－１－２

本シートの作成状況を記入します。

本シートの管理用IDを記入します。

【小売】企業名称を記入します。

【小売】企業識別コードを記入します。

【小売】企業が公開するホームページ等のＵＲ
Ｌを記入します。

【小売】EDI責任者の情報を記入します。

【小売】EDIシステムの担当者情報を記入しま
す（自社担当者以外に、委託先担当者情報記
入しても構いません）。

【小売】サーバが稼動する時間帯、サーバ稼動
に関する特記事項を記入します。
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経済産業省 平成１９年度
流通システム標準化事業

３．取引先との各種調整作業
３．５ 通信パラメータ協定シートの解説

（１）「EDI基本情報協定」の解説（２／２）

3 卸　企業情報 （卸が記載）

3-1 企業名 1 日本語 株式会社□□□□卸

2 英語 XXXXoroshi

3-2 企業識別コード (GLN) 3210987654321
3-3 企業情報参照先 (URL:ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等) www.____.co.jp
3-4 1 氏名 □□□□

2 住所

3 電話番号 XXXX-XX-XXXX

4 FAX番号 XXXX-XX-XXXX
5 Eメールアドレス XXXX@____.co.jp

3-5 1 氏名 ○○○○　/  企業名

2 住所

3 電話番号 XXXX-XX-XXXX

4 FAX番号 XXXX-XX-XXXX
5 Eメールアドレス XXXX@____.co.jp

6
委託先企業識別コード
(VAN・ASP型モデルの
み記入)

333999999123

3-6 サーバ稼働時間帯 1 開始時間 00:00
2 終了時間 24:00
3 備考

3-7 流通ビジネスメッセージ標準の採用セット *****2007年度は使用しない*****

4 接続時間帯 （相対で決定し記載）

4-1 開始時間 00:00

4-2 終了時間 24:00

4-3 備考

5 備考

月曜 00:00～4:00は接続時間外（システム保守）

EDI責任者情報

□□県□□市□□町１－１－１

EDI担当者情報
(企業の担当者、
　又は、委託先
　SierやASPの
　EDI担当者)

□□県□□市□□町１－１－２

【卸】企業名称を記入します。

【卸】企業識別コードを記入します。

【卸】企業が公開するホームページ等のＵＲＬ
を記入します。

【卸】EDI責任者の情報を記入します。

【卸】EDIシステムの担当者情報を記入します
（自社担当者以外に、委託先担当者情報記入
しても構いません）。

【卸】サーバが稼動する時間帯、サーバ稼動に
関する特記事項を記入します。

相対で調整した接続時間帯に関する情報を記
入します。

基本情報に関する特記事項を記入します。
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経済産業省 平成１９年度
流通システム標準化事業

３．取引先との各種調整作業
３．５ 通信パラメータ協定シートの解説

（２）「EDI通信パラメータ協定」の解説

②-2 EDI通信パラメータ協定（アパレル用）

1 協定情報　 （相対で決定し記載）

1-1 通信手順 (ebXML, AS2, JX) ebXML

2 基本情報 （相対で決定し記載）

2-1 取引者間の基本情報　識別ID 1234567890123-3210987654321-000-BID

2-2 通信プロトコル情報ID 1234567890123-3210987654321-001-ptc

2-3 有効期間開始日時 2007-10-23 00:00:00

2-4 有効期間終了日時 2010-10-23 00:00:00

3 使用するメッセージ種 （○：使用する、－：使用しない、バージョン：（Vx.x)、 （圧縮有無）    （相対で決定し記載）
採用 圧縮 採用ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ 送信予定時刻（予定日）

3-1 Order (発注) ○ ○ V1.1 7:00/12:00/17:00/21:00
3-2 Shipment Notification (出荷伝票) ○ V1.1
3-3 Package Shipment Notification (出荷梱包(紐付)) ○ V1.1
3-4 Non-associated Package Shipment Notification (出荷梱包（紐なし）) ―
3-5 Receiving Notification (受領) ○ V1.1
3-6 Return Notification (返品) ―
3-7 Invoice (請求) ○ V1.1 毎月25日
3-8 Payment (支払) ○ ○ V1.1
3-9 PriceTag（値札） ○ V1.0

改廃用備考欄 作成者名／作成日付

　　 新規　　 ・　　 移行　 　・　 　変更

　　 廃止　　 ・　　 その 他（　　　　　　 　　　　） 　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

本シートの作成状況を記入します。

本シートの管理用IDを記入します。

EDI基本情報協定シートの管理用IDを記入します。

本シートの管理用IDとして、EDI基本情報協定
シートの管理用ＩＤの末尾３文字をptcに変えたも
のを記入します。

本シートの記載事項の有効期限情報を記入しま
す。

相対間のEDIで使用する流通BMSメッセージ種に
関する情報を記入します。

送信予定日時に規定事項がある場合に記入しま
す。

採用するメッセージ種に○を記入します。

通信時にメッセージを圧縮する場合に○を記入し
ます。

採用するXMLスキーマのバー
ジョンについて記入します。

例えば、Order_V1_1を利用する
場合は、V1.1と記入します。

Order_V1_1

Invoice_V1_0

アパレル対応パック
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経済産業省 平成１９年度
流通システム標準化事業

３．取引先との各種調整作業
３．５ 通信パラメータ協定シートの解説

（２）「EDI通信パラメータ協定」の解説
4 小売　通信情報 （小売が記載）

4-1 1 クライアント認証 あり／なし　　（ebXML手順は推奨）

2 ベーシック認証情報※ あり／なし　　（JX手順は推奨）

3 メッセージ署名認証情報 あり／なし　　（AS2手順は推奨）

4-2 エンドポイント 1 URI https://____.co.jp:443/____

2 ＩＰアドレス（ｵﾌﾟｼｮﾝ)

3 サブネットマスク（ｵﾌﾟｼｮﾝ) 255.255.255.252

4-3 信頼性MSG交換 1 再送回数(ebXML/AS2のみ設定） 2回

2 再送間隔(ebXML/AS2のみ設定） 3分

3 重複検出時間(ebXMLのみ設定） 15分

4-4 識別情報 1 企業識別情報 1234567890123

2 マシン識別情報(JX手順のみ設定) ____@____.co.jp
※ ベーシック認証情報「あり」の場合、ID/パスワードを別途通知してください

5 卸　通信情報 （卸が記載）

5-1 1 クライアント認証 あり／なし　　（ebXML手順は推奨）

2 ベーシック認証情報※ あり／なし　　（JX手順は推奨）

3 メッセージ署名認証情報 あり／なし　　（AS2手順は推奨）

5-2 エンドポイント 1 URI https://____.co.jp:443/____

(JX手順のクライ 2 ＩＰアドレス（ｵﾌﾟｼｮﾝ)

アントの場合不要） 3 サブネットマスク（ｵﾌﾟｼｮﾝ) 255.255.255.252

5-3 信頼性MSG交換 1 再送回数(ebXML/AS2のみ設定） 2回

2 再送間隔(ebXML/AS2のみ設定） 3分

3 重複検出時間(ebXMLのみ設定） 15分

5-4 識別情報 1 企業識別情報 3210987654321

2 マシン識別情報(JX手順のみ設定) ____@____.co.jp
※ ベーシック認証情報「あり」の場合、ID/パスワードを別途通知してください

6 備考

標準メッセージ以外で交換するメッセージ種とその名前

１．NOT_STD_ＸＸＸＸＸＸＸ
２．NOT_STD_ＹＹＹＹＹＹＹＹＹＹ

セキュリティプロトコ
ル情報

セキュリティプロトコ
ル情報

xxx.xxx.xxx.xxx:PortNo,
 xxx.xxx.xxx.xxx:PortNo

xxx.xxx.xxx.xxx:PortNo,
 xxx.xxx.xxx.xxx:PortNo

【小売】採用するセキュリティプロトコルを「あ
り」、採用しない場合は「なし」と記入します。

【小売】エンドポイントの情報を記入します。

【小売】通信時の高信頼性通信設定値を記入
します。

【小売】通信時の識別情報を記入します。

通信パラメータに関する特記事項を記入しま
す。

【卸】採用するセキュリティプロトコルを「あり」、
採用しない場合は「なし」と記入します。

【卸】エンドポイントの情報を記入します。

【卸】通信時の高信頼性通信設定値を記入し
ます。

【卸】通信時の識別情報を記入します。
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経済産業省 平成１９年度
流通システム標準化事業

３．取引先との各種調整作業
３．５ 通信パラメータ協定シートの解説

（３）「通信パラメータ情報：JX手順用」の解説（１／２）

通信パラメータ情報　：　ＪＸ手順用

インターネットEDIプロトコル情報

SOAP-RPC 2004年度版  　（流通システム開発センタ発行）

改訂版:　平成１８年度　経済産業省委託事業　インターネットを利用した通信プロトコル　利用ガイドライン

↓：当

1 基本情報 　パラメータ設定値 調整

1 通信プロトコル情報ID 1234567890123-3210987654321-001-ptc ◎

2 小売側情報 1 企業(サイト)の識別情報 1234567890123 ◎

2 マシンの識別情報 ____@____.co.jp ◎

3 卸側情報 1 企業(サイト)の識別情報 3210987654321 ◎

2 マシンの識別情報 ____@____.co.jp ◎

2 トランスポート層情報 (Transport) 調整

1 通信プロトコル情報 HTTP1.1

2 1 プロトコル名・バージョン SSL3.0

2 サーバ認証 あり

3 クライアント認証 あり／なし ◎

4 ベーシック認証情報 あり／なし ◎

3 ドキュメント形式 SecondGenEDI

4 エンドポイントURI 1 URI https://____.co.jp:443/____ ◎

2 ＩＰアドレス(オプション)
xxx.xxx.xxx.xxx:PortNo,
 xxx.xxx.xxx.xxx:PortNo

◎

3 サブネットマスク(オプショ255.255.255.252 ◎

セキュリティプロトコ
ル情報

JX手順の正式仕様情報を記載しています。

EDI通信パラメータ協定シート2-2の値が相当
します。

SOAPメッセージに記載する小売側の情報
（To/From, SenderId/ReceiverId）として設定す
る値です。 EDI通信パラメータ協定シート4-4.1、
4-4.2の値が相当します。

SOAPメッセージに記載する卸側の情報
（To/From, SenderId/ReceiverId）として設定す
る値です。、 EDI通信パラメータ協定シート5-
4.1、5-4.2の値が相当します。

通信プロトコル、セキュリティプロトコルについ
ては、HTTP1.1, SSL3.0が推奨されています、

通信路セキュリティ情報です。
SSLサーバ認証は使用が推奨されています。
SSLクライアント認証とHTTPベーシック認証の
使用は、 EDI通信パラメータ協定シート4-1.1
(5-1.1)、4-1.2(5-1.2)の値によります。

SOAPメッセージの、 formatType タグの値とし
て指定する値です。
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経済産業省 平成１９年度
流通システム標準化事業

３．取引先との各種調整作業
３．５ 通信パラメータ協定シートの解説

（３）「通信パラメータ情報：JX手順用」の解説（２／２）

2 トランスポート層情報 (Transport) 調整

1 通信プロトコル情報 HTTP1.1

2 1 プロトコル名・バージョン SSL3.0

2 サーバ認証 あり

3 クライアント認証 あり／なし ◎

4 ベーシック認証情報 あり／なし ◎

3 ドキュメント形式 SecondGenEDI

4 エンドポイントURI 1 URI https://____.co.jp:443/____ ◎

2 ＩＰアドレス(オプション)
xxx.xxx.xxx.xxx:PortNo,
 xxx.xxx.xxx.xxx:PortNo

◎

3 サブネットマスク(オプショ255.255.255.252 ◎

3 EDI関連通信仕様情報 (DeliveryChannel) 調整

1 同期/非同期応答モード 同期応答

2 応答要求 あり

3 応答への署名 なし

4 重複検出 あり

4 ビジネスメッセージ特性 (BusinessTransactionCharacteristics) 調整

1 圧縮 1 メッセージの圧縮 あり／なし ◎

2 圧縮形式 ZIP

5 電子証明書情報（サーバ側企業のみ） 調整

1 証明書の種類 SSLサーバ証明書

セキュリティプロトコ
ル情報

JX手順サーバの接続先情報として設定する値です。
EDI通信パラメータ協定シート4-2.1(5-2.1)、4-2.2(5-
2.2)、4-2.3 (5-2.3)の値が相当します。

JX手順の通信仕様の推奨値です。

メッセージ圧縮の詳細は、 EDI通信パラメータ協定
シート3によります。
圧縮形式はZIPが推奨されています。

通信路セキュリティ対策として選定した認証方式に
応じて、必要となる証明書を用意してください。
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３．取引先との各種調整作業
３．５ 通信パラメータ協定シートの解説

（４）「通信パラメータ情報：ebXML手順用」の解説（1／３）

通信パラメータ情報　：　ebXML手順用

ＯＡＳＩＳ　標準　：ebXML  Messaging  　Service　(ISO標準　　ISO-15000/2 TS)      

(http://www.oasis-open.org/committees/download.php/272/ebMS_v2_0.pdf)

↓：当
1 基本情報 パラメータ設定値 調整

1 通信プロトコル情報ID 1234567890123-3210987654321-001-ptc ◎

2 cpaid 1234567890123-3210987654321-001-cpa ◎

3 cpa有効期間開始日時 2007-10-18T00:00:00Z ◎

4 cpa有効期間終了日時 2007-10-18T00:00:00Z ◎

5 小売（Buyer）側情報 1 企業(サイト)の名称 XXXXstore ◎

2 企業(サイト)のID 123999999123 ◎

3 企業(サイト)のURL www.____.co.jp ◎

6 卸（Seller）側情報 1 企業(サイト)の名称 XXXXoroshi ◎

2 企業(サイト)のID 3210987654321 ◎

3 企業(サイト)のURL www.____.co.jp ◎

インターネットEDI
プロトコル情報

ebXML手順の正式仕様情報を記載しています。

EDI通信パラメータ協定シート2-2の値が相当
します。（本通信パラメータ情報の管理用IDで
す）。

上記IDの末尾3文字をcpaに変更したものを、
CPAIDとして使用します。

CPAの有効期限について、EDI通信パラメータ
協定シート2-3、2-4の値を開始日時と終了日
時みなします。

CPAに記載する小売側の情報として設定しま
す。EDI基本情報シート2-1.2、2-2(もしくは2-
5.6)、2-3の値が相当します。ひな型CPAでは、
小売側にBuyerというRoleを割り当てています。

CPAに記載する卸側の情報として設定します。
EDI基本情報シート3-1.2、3-2(もしくは3-5.6)、
3-3の値が相当します。ひな型CPAでは、卸側
にSellerというRoleを割り当てています。
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３．取引先との各種調整作業
３．５ 通信パラメータ協定シートの解説

2 トランスポート層情報 (Transport) 調整

1 通信プロトコル情報 HTTP1.1

2 セキュリティプロトコル情報 SSL3.0

3 ドキュメント形式 SecondGenEDI

4 小売（Buyer）側情報 1 エンドポイントURI https://____.co.jp:443/____ ◎

2 ＩＰアドレス(オプション)
xxx.xxx.xxx.xxx:PortNo,
 xxx.xxx.xxx.xxx:PortNo

◎

3 サブネットマスク(オプショ255.255.255.252 ◎

4 サーバ認証 あり

5 クライアント認証 あり／なし ◎

6 ベーシック認証情報 あり／なし ◎

5 卸（Seller)側情報 1 エンドポイントURI https://____.co.jp:443/____ ◎

2 ＩＰアドレス(オプション)
xxx.xxx.xxx.xxx:PortNo,
 xxx.xxx.xxx.xxx:PortNo

◎

3 サブネットマスク(オプショ255.255.255.252 ◎

4 サーバ認証 あり

5 クライアント認証 あり／なし ◎

6 ベーシック認証情報 あり／なし ◎

（４）「通信パラメータ情報：ebXML手順用」の解説（２／３）

通信プロトコル、セキュリティプロトコルについては、
HTTP1.1, SSL3.0が推奨されています。

CPAのServiceタグの値として指定する値です。

小売側ebXML手順サーバの接続先情報として、CPA
の小売（Buyer）側のTransportReceiverタグのEndpoint
タグに設定する値と、接続先の補足情報です。 EDI通
信パラメータ協定シート4-2.1、4-2.2、4-2.3の値が相当
します。

小売側ebXML手順サーバの通信路セキュリティ情報で
す。
SSLサーバ認証は使用が推奨されています。
SSLクライアント認証とHTTPベーシック認証の使用は、
EDI通信パラメータ協定シート4-1.1、4-1.2の値によりま
す。

卸側ebXML手順サーバの接続先情報として、 CPAの
卸(Seller)側のTransportReceiverタグのEndpointタグに
設定する値と、接続先の補足情報です。 EDI通信パラ
メータ協定シート5-2.1、5-2.2、5-2.3の値が相当します。

卸側ebXML手順サーバの通信路セキュリティ情報です。
SSLサーバ認証は使用が推奨されています。
SSLクライアント認証とHTTPベーシック認証の使用は、
EDI通信パラメータ協定シート5-1.1、5-1.2の値によりま
す。
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３．取引先との各種調整作業
３．５ 通信パラメータ協定シートの解説

（４）「通信パラメータ情報：ebXML手順用」の解説（３／３）

3 EDI関連通信仕様情報 (DeliveryChannel) 調整

1 同期/非同期応答モード 同期応答

2 応答要求 あり

3 応答への署名 なし

4 重複検出 あり

4 信頼性メッセージ交換 (DocEchange) 調整

1 小売（Buyer）側情報 1 再送回数 2回 ◎

2 再送間隔 3分 ◎

3 配信順序保証 なし

4 重複検出時間 15分 ◎

2 卸（Seller)側情報 1 再送回数 2回 ◎

2 再送間隔 3分 ◎

3 配信順序保証 なし

4 重複検出時間 15分 ◎

5 ビジネスメッセージ特性 (BusinessTransactionCharacteristics) 調整

1 圧縮 1 メッセージ圧縮 あり／なし ◎

2 圧縮形式 ZIP

2 1 AcceptanceAck なし

2 ReciptAck なし

6 電子証明書情報 調整

1 証明書の種類 SSLサーバ証明書、SSLｸﾗｲｱﾝﾄ証明書

ビジネスシグナル

CPAのDeliveryChannel定義パラメタの推奨値
です。
ひな型CPAでは設定済みです。

CPAの小売（Buyer）側DocExchange定義パラ
メタです。配信順序保証は使用しないことが推
奨されています。
再送パラメタ（再送回数、再送間隔、重複検出
時間）は、EDI通信パラメータ協定シート4-3.1、
4-3.2、4-3.3の値が相当します。

メッセージ圧縮の詳細は、 EDI通信パラメータ
協定シート3によります。
圧縮形式はZIPが推奨されています。

ビジネスシグナルは使用しません。

通信路セキュリティ対策として選定した認証方
式に応じて、必要となる証明書を用意してくだ
さい。

CPAの卸（Seller）側DocExchange定義パラメタ
です。配信順序保証は使用しないことが推奨
されています。
再送パラメタ（再送回数、再送間隔、重複検出
時間）は、EDI通信パラメータ協定シート5-3.1、
5-3.2、5-3.3の値が相当します。
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３．取引先との各種調整作業
３．５ 通信パラメータ協定シートの解説

（５） 通信パラメータ情報：AS2手順用の解説（1／２）
通信パラメータ情報 ：　AS2手順用　

インターネットEDIプロトコル情報

IETF　標準  MIME-based Secure Peer-to-Peer  　Business Data Interchange over the Internet  Using HTTP

 　 AS2-Version: 1.1　（July 2005, http://tools.ietf.org/html/rfc4130） 

↓：当

1 基本情報 　パラメータ設定値 調整

1 通信プロトコル情報ID 1234567890123-3210987654321-001-ptc ◎

2 小売側ID 123999999123 ◎

3 卸側ID 3210987654321 ◎

2 トランスポート層情報 (Transport) 調整

1 通信プロトコル情報 HTTP1.1

2 セキュリティプロトコル情報 SSL3.0

3 ドキュメント形式 SecondGenEDI

4 エンドポイントURI 1 URI https://____.co.jp:443/____ ◎

(小売側) 2 ＩＰアドレス(オプション)
xxx.xxx.xxx.xxx:PortNo,
 xxx.xxx.xxx.xxx:PortNo

◎

3 サブネットマスク(オプシ 255.255.255.252 ◎

4 サーバ認証 あり

5 クライアント認証 あり／なし ◎

6 ベーシック認証情報 あり／なし ◎

5 エンドポイントURI 1 URI https://____.co.jp:443/____ ◎

(卸側) 2 ＩＰアドレス(オプション)
xxx.xxx.xxx.xxx:PortNo,
 xxx.xxx.xxx.xxx:PortNo

◎

3 サブネットマスク(オプシ 255.255.255.252 ◎

4 サーバ認証 あり

5 クライアント認証 あり／なし ◎

6 ベーシック認証情報 あり／なし ◎

ebXML手順の正式仕様名称を記載しています。

EDI通信パラメータ協定シート2-2の値が相当します。 （本通信
パラメータ情報の管理用IDです）

送信電文のヘッダ部（AS2-From/AS2-To）に設定する値です。
EDI基本情報協定シート2-2(2-5.6)、3-2(3-5.6)の値が相当しま
す。

通信プロトコル、セキュリティプロトコルについては、HTTP1.1, 
SSL3.0が推奨されています。

ドキュメント形式は使用しません。

小売側AS2手順サーバの接続先情報として設定する値です。
EDI通信パラメータ協定シート4-2.1、4-2.2、4-2.3の値が相当し
ます。

小売側AS2手順サーバの通信路セキュリティ情報です。
SSLサーバ認証は使用が推奨されています。
SSLクライアント認証とHTTPベーシック認証の使用は、 EDI通信
パラメータ協定シート4-1.1、4-1.2の値によります。

卸側AS2手順サーバの接続先情報として設定する値です。 EDI
通信パラメータ協定シート5-2.1、5-2.2、5-2.3の値が相当します。

卸側AS2手順サーバの通信路セキュリティ情報です。
SSLサーバ認証は使用が推奨されています。
SSLクライアント認証とHTTPベーシック認証の使用は、 EDI通信
パラメータ協定シート5-1.1、5-1.2の値によります。
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3 EDI関連通信仕様情報 (DeliveryChannel) 調整

1 同期/非同期応答モード 同期応答

2 応答要求 あり

3 応答への署名 なし

4 重複検出 あり

4 信頼性メッセージ交換 (DocEchange) 調整

1 小売側情報 1 再送回数 ２回 ◎

2 再送間隔 ３分 ◎

2 卸側情報 1 再送回数 ２回 ◎

2 再送間隔 ３分 ◎

5 ビジネスメッセージ特性 (BusinessTransactionCharacteristics) 調整

1 セキュリティ設定 1 送信否認拒否 あり

署名アルゴリズム RSA-SHA-1

2 受信否認拒否 なし

署名アルゴリズム ―

3 メッセージ暗号化 なし

暗号アルゴリズム ―

2 圧縮 1 メッセージ圧縮 あり／なし ◎

2 圧縮形式 プロトコルの圧縮機能を使用

6 電子証明書情報 調整

1 証明書の種類 SSLサーバ証明書、AS2メッセージ署名用証明書

３．取引先との各種調整作業
３．５ 通信パラメータ情報シートの解説

（５） 通信パラメータ情報：AS2手順用の解説（２／２）

AS2手順の通信仕様の推奨値です。

小売側の再送パラメタ（再送回数、再送間隔）は、
EDI通信パラメータ協定シート4-3.1、4-3.2の値が相
当します。

メッセージ圧縮の詳細は、 EDI通信パラメータ協定
シート3によります。
圧縮形式はAS2サーバ内蔵機能の使用が推奨され
ています。

通信路セキュリティ対策として選定した認証方式に
応じて、必要となる証明書を用意してください。

卸側の再送パラメタ（再送回数、再送間隔）は、EDI
通信パラメータ協定シート5-3.1、5-3.2の値が相当し
ます。

AS2固有のビジネスメッセージ特性の推奨値です。
メッセージ署名の使用が推奨されています。
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通信環境の相互接続確認 ：
（フェーズ１テスト）

小売企業と卸企業の間で、 HTTPレベルの通信と、相対間で取り決めた
通信プロトコルと設定による通信が正常に行えることを確認します。

標準メッセージ送受信の
相互接続確認（フェーズ２テスト）：

小売企業と卸企業の間で、流通BMSメッセージ交換を正常に行えるこ

とを確認します。

業務システム間の接続確認：
（フェーズ３テスト；オプション）

４．相互接続テスト
４．１ 相互接続テストとは

構築したEDIシステムを使って、流通BMSに準拠したEDI取引を取引先と行うためには、接続テストを
実施することを推奨します。また、流通BMSに準拠したEDI取引を適用する取引先を増やす場合にも、
その取引先との間で相互接続テストを実施することを推奨します。
本節では、相互接続テストのモデルを例示します。

小売企業と卸企業の間で、標準プロセスに従った一連の流通BMS
メッセージ交換を正常に行えることを確認します。

＜４．３参照＞

＜４．４参照＞

＜４．５参照＞

フェーズ１テストとフェーズ２テストでは、構築したEDIシステムが流通BMS標準仕様に準拠してい
ることを４．２記載のテスト項目の実施により確認します。
フェーズ３テストでは、実際の適用業務が正常に行えることを確認します。

＜テスト項目は４．２ （１）参照＞

＜テスト項目は４．２ （２）参照＞

ご参考
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４．相互接続テスト
４．２ 検証ルールとテスト項目

■HTTP通信ルール：流通BMS協定シートで相対間で取り決めた通信パラメータに基づいた値を設定して、
HTTPレベルの通信が正常に行えること

◆テスト項目：

（１）送信側から受信側へHTTP通信が成功する（Webブラウザ等で受信側URLの表示確認）

（２）送信側エラー有りで、HTTP通信できない【異常系テスト； 実施可能な場合のみ】

● [HTTPベーシック認証採用時] 不適切なID/パスワードを指定する

● [SSLクライアント認証採用時] 不適切な電子証明書を利用する

（３）受信側エラーありで、HTTP通信できない【異常系テスト； 実施可能な場合のみ】

● SSLサーバ認証用として不適切な電子証明書を利用する

● 受信側サーバを停止させておく

（１）フェーズ１テストの検証ルールとテスト項目（１／２）

通信環境の相互接続確認に関する検証ルールとテスト項目について下記に例示します。

ご参考
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４．相互接続テスト
４．２ 検証ルールとテスト項目

（１）フェーズ１テストの検証ルールとテスト項目（２／２）

■JX手順向けルール：流通BMS協定シートで相対間で取り決めた通信パラメータに基づいた値を設定して、
JX手順クライアントとJX手順サーバ間で通信が成功すること

◆テスト項目：

（１）サーバ側にダウンロード対象メッセージが無い状態で、クライアント側からサーバ側へ

GetDocumentでメッセージの取得要求を行い成功する

（GetDocumentResponseで取得要求の結果はfalse、メッセージは取得できない）

（２）サーバ側にダウンロード対象メッセージが有る状態で、クライアント側からサーバ側へ

GetDocumentでメッセージの取得要求を行い成功する

（GetDocumentResponseで取得要求の結果はtrue、メッセージは取得できる）

（３）（２）に続いて、クライアント側からサーバ側へConfirmDocumentでメッセージの取得通知を

行い成功する

（４）クライアント側からサーバ側へPutDocumentでメッセージの１件送信を行い成功する

■ebXML/AS2手順向けルール：流通BMS協定シートで相対間で取り決めた通信パラメータに基づいた
値を設定して、サーバ間で通信が成功すること

◆テスト項目：

（１）送信側から受信側へ通信が成功する

ご参考
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４．相互接続テスト
４．２ 検証ルールとテスト項目

■標準メッセージ送受信ルール：流通BMSメッセージが正しく送受信できること

◆テスト項目：

（１）送信側から受信側へメッセージを送信する

（２）（１）において、受信側にて、取得したメッセージのXMLスキーマ検証を行う

（３）（１）において、指定されたメッセージ種と送受信されるメッセージのメッセージ種が異なり、

通信完了後にエラーとなる【異常系テスト； 実施可能な場合のみ】

（４）（１）において、形式エラーの有るメッセージを使用し、（２）においてメッセージのXMLスキーマ

検証結果としてエラーが検出される【異常系テスト； 実施可能な場合のみ】

（５）圧縮有りのメッセージ種について、通信時に圧縮を行い、（１）～（４）を実施

【必要な場合のみ】

（２）フェーズ２テストの検証ルールとテスト項目 ご参考
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ＥＤＩサーバの
の動作確認
ファイヤーウォール
のチェック
インターネット接続
のチェック
接続サーバーURL
のチェック

事前準備（実装企業様） 接続条件確認＆通信接続検証（対、取引先）

接続先設定
情報のチェック

接続条件確認

フェーズ１： 通信環境の相互接続

①

②
SSLなし接続
（認証なし）

通信プロトコル
接続確認

ブラウザで確認
SSLあり接続
（認証あり）
通信プロトコル
接続確認

③ ④
成
立
せ
ず

成立

通信接続検証（③が不成立の場合④、⑤で確認）

成立

成
立
せ
ず

ＥＤＩパッケージ
ベンダに相互
接続実績調査
と対策を依頼

⑤

証明書確認し③へ

HTTPレベルの通信、各通信手順による通信が正常に行えることを確認します。

４．相互接続テスト
４．３ 通信環境の相互接続確認

（１）フェーズ１テスト

■まず、受信側と送信側の役割を決めてテストを実施し、成功した後、受信側と送信側の役割を交換して逆方向の
テストを実施します。

ご参考
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フェーズ２： 標準メッセージ送受信の相互接続（例）

小売

卸

受領 請求支払返品

発注 受領 請求請求支払返品

出荷伝票

出荷伝票出荷伝票

発注 出荷梱包

出荷梱包出荷梱包

小売から卸への送信テスト 卸から小売への送信テスト

①送信

②受信
③メッセージの

検定
④検証結果の
通知（メール等）

②受信
③メッセージの

検定
④検証結果の
通知（メール等）

①送信

採用した通信プロトコルによる標準メッセージ送受信が正常に行えることを確認します。

４．相互接続テスト
４．４ 標準メッセージ送受信の相互接続確認

（２）フェーズ２テスト

値札

値札

■受信したメッセージのXMLスキーマ検証を実施し、形式エラーが無いことを確認します。
■受信したメッセージのXMLスキーマ検証結果にエラーが有った場合は、送信側にて社内形式からXML形式への変換

機能の設定等の見直しが必要となります。

ご参考
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４．相互接続テスト
４．５ 適用業務に沿ったメッセージ交換の相互接続確認

（３）フェーズ３テスト

取引先との適用業務のシナリオに沿って、メッセージを送受信し、正しくメッセージが交換できることを
確認します。

小売側

卸側

発注発注

出荷伝票

受領 請求 支払返品

発注 受領 請求請求 支払返品

起点となるメッセージ

出荷梱包（紐付けあり）

出荷伝票

出荷梱包（紐付けあり）

フェーズ３： 適用業務に沿ったメッセージ交換の確認（例）

出荷梱包（紐付けなし）

出荷梱包（紐付けなし）

値札値札

値札

■メッセージ内の値が業務的ルールを満たすことを確認します。
■また、各メッセージ間での項目の引継ぎや、メッセージの前後関係（受領メッセージに対応する出荷関係メッセージが

あるか）などを確認します。

ご参考
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４．相互接続テスト
４．６ 相互接続テストにおける留意事項

下記のような問題事例が想定されます。事前の調整・確認を十分に実施してください。

メッセージ中のヘッダ部に設定されたメッセージ種と実際のメッセージ種が異なるメッセージが
受信される
メッセージ中のヘッダ部に設定されたメッセージ種のつづりが間違っている
受信したメッセージ中に、XMLスキーマでは、検証しきれない値の問題がある

企業識別コードが異なる、日付が0000-00-00となっていた
業務ルールで決められたコードが設定されていない

ebXML MSHの設定でビジネスシグナルの扱いが異なり、通信が出来ない
通信相手がebXML BPSSを利用していて、想定しないメッセージが送信されてくる

SOAPバージョンが異なるため、通信が出来ない
ベーシック認証のID/パスワードの設定を間違えたため、接続できない
接続先のID/パスワードを取り違えて指定したため、接続できない

◎フェーズ１（HTTPレベルの通信テスト）における問題事例

◎フェーズ２（標準メッセージ送受信テスト）における問題事例

ご参考
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５．稼働後の留意点
５．１ 稼動後の留意点

流通BMSを導入した後、いくつか注意すべき事項があります。

XMLスキーマバージョンの切り替え
電子証明書の切り替え
CPAの切り替え
メッセージ交換について
外部委託への対応
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流通BMSは、商材拡大や適用プロセスの拡充などの理由から、より一層充実させていくことが予定さ
れており、その過程でメッセージやXMＬスキーマのバージョンの改定の実施が予想されます。

改定には、メジャーバージョンが同じままでマイナーバージョンが変更となるマイナーバージョンアップ
と、メジャーバージョンが変更されるメジャーバージョンアップがあります。

５．稼働後の留意点
５．２ XMLスキーマの切り替え

（１）流通BMSのXMLスキーマのバージョンについて

「XMLテクニカルガイド」参照

マイナーバージョンアップ（例 V1.1からV1.2へ） メジャーバージョンアップ（例 Ｖ1.1からV2.0へ）

Order_V1_1

Documentations

Implementers Packet

Instance Files

Schemas

sbdh

SecondGenEDI

common

V1_1

order

Order

Order_V1_2

Documentations

Implementers Packet

Instance Files

Schemas

sbdh

SecondGenEDI

common

V1_2

order

Order

例えば、任意項目が追加
される（OrderXXXX.xsd
ファイルの定義に任意項
目が追加される）などの、
変更が行われます。
条件付ですが、以前のス
キーマの代替として利用
することができます。

OrderXXXX.xsd

V1.2のスキーマを使ってV1.1
のメッセージのスキーマ検証
を実施できます（互換性あり）。

Order_V1_1

Documentations

Implementers Packet

Instance Files

Schemas

sbdh

SecondGenEDI

common

V1_1

order

Order

Order_V2_0

Documentations

Implementers Packet

Instance Files

Schemas

sbdh

SecondGenEDI

common

V2_0

order

Order

XMLスキーマの仕様上、まったく

の別物として認識される定義となり
ます（名前空間が異なる）。
このため、過去のスキーマと併用
する必要が生じることがあります。

V1.xのスキーマとはまったく別
のものとなるため、V1.xのメッ

セージのスキーマ検証には使
えません。
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（２）XMLスキーマのバージョン運用について

５．稼働後の留意点
５．２ XMLスキーマの切り替え

1.0

1.1

2.0

使用終了
テスト運用 正式運用

テスト運用 正式運用

テスト運用 正式運用
バージョンの並存期間

◎流通BMSのXMLスキーマは、正式リリース版の他に、実証用にリリースされるベータリリース版が存在
することがあります。

◎小売企業は、採用するXMLスキーマのマイナーバージョン、メジャーバージョンに関して、採用計画に
ついて、流通BMSのリリース計画を考慮して決定し、 事前に取引先へ通知することを推奨します。

◎採用計画に関わる、XMLスキーマのバージョン切り替え手順の各フェーズを下記に示します。

相対間での合意による
旧バージョンの使用終了

△
標準
リリース △

標準
リリース

△
標準
リリース

採用決定

流通BMSのXMLスキーマのバージョン運用の考え方について以下記載します（現在、バージョン運用の

詳細については検討中です(2008/03現在)）。
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◎取引先がAのみで、V1.1のみの使用している状態

Msg
1.1業務

システム

業務
システム

Msg
1.1

複数取引先で異なるXMLスキーマのバージョンを使い分ける場合などに対応した、システム環境
（XMLマッパ機能、XMLスキーマ検証機能）の実現例を下記に示します。

（３）多数バージョン対応のための環境について（１／２）

自社システム取引先A

５．稼働後の留意点
５．２ XMLスキーマの切り替え

XMLスキーマ
検証（V1.1用）

XMLスキーマ
検証（V1.１用）

XMLマッパ
（V1.1用）

XMLスキーマ
検証（V1.1用）

XMLマッパ
（V1.1用）

XMLスキーマ
検証（V1.1用）

XMLマッパ
（V1.1用）

XMLマッパ
（V1.1用）

受信したメッセージを
Ver1.1のXMLスキー

マで検証します

受信したメッセージを
Ver1.1のマッピング
定義で変換します

送信するメッセージを
Ver1.1のマッピング
定義で生成します

送信メッセージを
Ver1.1のXMLスキー
マで検証します（オプ

ション）

V1.1のXMLスキーマ、マッピング定義を保持してください。

XMLスキーマ
V1.1

V1.1マッ
ピング
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XML検定
（V2.0用）

XML検定
（V2.0用）

XML検定
（V1.1用）

XML検定
（V1.1用）

Msg
1.1

XMLマッパ
（V1.1用）

XML検定
（V1.1用）

XMLマッパ
（V1.1用）

XML検定
（V1.1用）

XMLマッパ
（V1.1用）

XMLマッパ
（V1.1用）

業務
システム 業務

システム
Msg
1.1

XMLマッパ
（V2.0用）

XML検定
（V2.0用）

XMLマッパ
（V2.0用）

XML検定
（V2.0用）

XMLマッパ
（V2.0用）

XMLマッパ
（V2.0用）

業務
システム

Msg
2.0

Msg
2.0

自社システム

（３）多数バージョン対応のための環境について（２／２）

取引先A

取引先B

５．稼働後の留意点
５．２ XMLスキーマの切り替え

◎取引先AとはV1.1で、取引先BとはV2.0を使用する場合

V1.1およびV2.0のXMLスキーマ、マッピング定義をそれぞれ保持し、取引先に応じて使い分けてください。

受信メッセージからの処理判定については、２．６（５）を参照してください。

XMLスキーマ
V1.1

V1.1マッ
ピング

XMLスキーマ
V2.0

V2.0マッ
ピング

＜２．６ （５）参照＞
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採用するXMLスキーマのバージョンを切り替える場合には、下記のような対策の導入を検討してください

５．稼働後の留意点
５．２ XMLスキーマの切り替え

<sh:StandardBusinessDocument ...>
<sh:StandardBusinessDocumentHeader>

・・・・・
<sh:BusinessScope>

<sh:Scope>
<sh:Type>Communication</sh:Type>

<sh:InstanceIdentifier></sh:InstanceIdentifier>
<sh:Identifier>1</sh:Identifier>

</sh:Scope>
</sh:BusinessScope> 

</sh:DocumentIdentification>
</sh:StandardBusinessDocumentHeader>
<common:message>

<order:listOfOrders>
・・・・・
<documentStructureVersion>

<version>1.１</version>
</documentStructureVersion>

・・・・・
</order:listOfOrders>

</common:message>
</sh:StandardBusinessDocument>

本番環境のEDIシステムとは別にテスト環境のEDI
システムを用意する
テスト運用側のバージョンのメッセージについては、
ヘッダ部分(SBDH)のテストフラグをONにする
メッセージのバージョン情報やテストフラグの状態に
より、本番側か、テスト運用側かを判定して、受信後
の処理を振り分ける
先付け発注のように本番開始日（新バージョンへの
切り替え日）以降の日付の情報を含むメッセージの
扱いを相対間で合意しておく（次頁参照）

テストフラグONの場合
にこのタグを入れます

メッセージに、バージョン
情報を記入しておきます

（４）XMLスキーマ切り替えの考慮点
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ﾊﾟﾀｰﾝ１（小売コントロール）

小売

卸

既
存
セ
ッ
ト

並
行
本
番
開
始
日

先
行M

s
g

本
番
開
始
日

本
番
開
始
日

Ｘ
日

V1.1V1.1
本番本番

V1.1V1.1
本番本番

V1.1V1.1
本番本番

V2.0V2.0
本番本番V2.0V2.0

ﾃｽﾄﾃｽﾄ
V2.0V2.0
ﾃｽﾄﾃｽﾄ

既存セット・
新セット

並行運用を開始。

既存セット・
新セット(ﾃｽﾄ)

並行運用を開始。

新セットのメッセージのうちで、本番開
始日以降に関わる内容を扱う場合、
テストフラグOFFで送信開始。

先行Msgのみを
本番として受信する。

新セットの運用開始。

新セットの運用開始。
既存セットでの運用は終了。

先行メッセージ（「本番開始日（Ｘ日）」以降のデータを含む）は、
小売側にてテストフラグをOFFへ変更し送信する。

テストフラグ ON テストフラグ ON / OFF

※先付け発注分について、
既存・新ｾｯﾄで同じ本番
ﾃﾞｰﾀが二重で渡るため、

注意が必要。

先行Msg相当の
既存ﾃﾞｰﾀの送付要否

相対で調整

先行先行
MsgMsg
本番本番

５．稼働後の留意点
５．２ XMLスキーマの切り替え

【【ご参考ご参考】】実装企業のシステム構成等に実装企業のシステム構成等に
応じたアレンジが必要応じたアレンジが必要となります。となります。
詳細は相対間で調整してください。詳細は相対間で調整してください。

（５）XMLスキーマ切り替え運用【ご参考】(１／２)



84

経済産業省 平成１９年度
流通システム標準化事業

５．稼働後の留意点
５．２ XMLスキーマの切り替え

小売

卸

新セット新セット
本番本番V2.0V2.0

ﾃｽﾄﾃｽﾄ
V2.0V2.0
ﾃｽﾄﾃｽﾄ

既存セット・
新セット

並行運用を開始。

すべて
テストフラグONで

送信する。

新セットのメッセージのう
ちで、本番開始日以降に関
わる内容を扱う場合、受信
した新セット(ﾃｽﾄ)から抽

出する。

先行Msg送信時に、
テストフラグOFFへ変更する。

新セットの運用開始。
既存セットでの運用は終了。

先行先行
MsgMsg
本番本番

先行先行MsgMsg
本番本番

先行メッセージ（「本番開始日（Ｘ日）」以降のデータを含む）は
テストデータから、卸側がテストフラグOFFに変更する。

並
行
本
番
開
始
日

先
行M

s
g

本
番
開
始
日

本
番
開
始
日

Ｘ
日

テストフラグ ON テストフラグ ON

V2.0V2.0
ﾃｽﾄﾃｽﾄ

ﾊﾟﾀｰﾝ２（卸コントロール）

V1.1V1.1
本番本番

V1.1V1.1
本番本番

V1.1V1.1
本番本番

既存セット・
新セット(ﾃｽﾄ)

並行運用を開始。

既
存
セ
ッ
ト

【【ご参考ご参考】】実装企業のシステム構成等に実装企業のシステム構成等に
応じたアレンジが必要応じたアレンジが必要となります。となります。
詳細は相対間で調整してください。詳細は相対間で調整してください。

（５）XMLスキーマ切り替え運用【ご参考】(２／２)
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電子証明書の運用サイクル

ＣＡ局証明書（Ａ） ライフ時間

ＣＡ局証明書（Ｂ） ライフ時間

ＣＡ局の
運用

企業Ｙの
運用

企業Ｚの
運用

企業の証明書（サーバ、ｸﾗｲｱﾝﾄ両方）

企業の証明書（サーバ、ｸﾗｲｱﾝﾄ両方）

証明書情報の交換（配布）

失効： 鍵の漏洩が発覚、証明書内情報に変更が発生（倒産、企業名変更）等

失効処理と新証明書の運用開始

失効した証明
書リスト
（失効リスト）

切り替え運用

失効

(１)証明書の失効処理、新旧切り替えについて

電子証明書の運用サイクルでは、下記のような切り替え契機（新旧切り替え・失効）があります。

時間軸

５．稼働後の留意点
５．３ 電子証明書の切り替え
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証明書の失効処理の手順（ご参考）

(1-1)CA（発行局）から証明書失効情報を入手する
(1-2)通信サーバに証明書失効情報を設定する

ケース１： 通常運用（ 新の失効情報を仕入れる）

(1-1)CAへ証明書失効情報を登録する

ケース２-a：【証明書要求型】 自社証明書の失効時の処理（鍵の漏洩、記載事項変更など）

(1) 失効情報の
登録

(2-1)鍵ペアを生成
(2-2)新しい証明書の証明書要求を作成
(2-3)証明書要求をRA（登録局）へ送付
(2-4)証明書をCA（発行局）から入手
(2-5)通信サーバに証明書を実装

(2) 新規証明書の
取得

(3-1) サーバSSL証明書は交換しない、ｸﾗｲｱﾝﾄ証明書を取引先が要望する場合、交換する(3)取引先とのやり取り

(1) 失効情報の
取得

５．稼働後の留意点
５．３ 電子証明書の切り替え

(２)証明書の失効処理、新旧切り替えの手順（１／２）

(1-1)CAへ証明書失効情報を登録する

ケース２-b： 【センタ一括鍵生成型】自社証明書の失効時の処理（鍵の漏洩、記載事項変更など）

(1) 失効情報の
登録

(2-1)新しい証明書の発行を認証局へ依頼
(2-2)証明書＆秘密鍵をCA（発行局）から入手
(2-3)証明書、秘密鍵を取り出す
(2-4)通信サーバに証明書を実装

(2) 新規証明書の
取得

(3-1) サーバSSL証明書は交換しない、ｸﾗｲｱﾝﾄ証明書を取引先が要望する場合、交換する(3)取引先とのやり取り
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証明書の新旧切り替え運用の手順（ご参考）

(2)取引先との調整

(1) 事前準備 (1-1)新規証明書の発行手続きをおこなう

(2-1)証明書の切り替え計画を相対で調整する
(2-2) 相対で新規証明書用ＥＮＤＰＯＩＮＴ情報を交換する

(3)切り替えの
トライアル

(3-1) 日程を決定し、疎通確認（双方向）
(3-2) 本番データをテストモードで送受信

(4)本番運用 (4-1) 日程を決定し、本番モードに切替え

旧証明書の失効前までに切り替え
が完了するように調整する

５．稼働後の留意点
５．３ 電子証明書の切り替え

(２)証明書の失効処理、新旧切り替えの手順（２／２）
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ebXML手順を採用し、通信設定のためにCPAを利用している場合、下記のタイミングなどで、CPAの
作成しなおしが必要となります。このとき、CPA内容を変更する側がCPAを修正し、取引先に修正済み
CPAを配布することにより、相対間のCPAの同期を保つ運用を推奨します。

５．稼働後の留意点
５．４ CPAの切り替え

＜CPAテンプレートを利用する場合は２．７（８）参照＞

(2)取引先との調整

(1) 事前準備 (1-1)証明書の切り替えなど、タイミングによっては事前の処理が必要となります

(2-1)CPAの変更内容について相対で調整する

(4)切り替えの
トライアル

(4-1) 日程を決定し、疎通確認（双方向）
(4-2) 本番データをテストモードで送受信

(4)本番運用 (5-1) 日程を決定し、本番モードに切替え

(3)CPAの修正と配布
(3-1)調整した内容で、CPAを修正する（変更原因のある側）
(3-2)修正済みCPAを取引先へ配布する

電子証明書の切り替え、

使用するメッセージ種の増減

企業情報（名称、企業識別子、URL）の変更

CPAの有効期限切れ
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流通BMSメッセージを交換する際には、標準策定されたメッセージのみを交換してください。
交換するメッセージに、添付ファイルを付加しないでください。

流通BMS向けに構築したEDIシステムを使って、相対間で流通BMSメッセージを交換する以外に、
相対間で合意した標準外メッセージ／データ（標準化される前の標準化候補メッセージなど）を交換
することが出来ます。この場合、メッセージの形式は相対間で合意した任意の形式で構いません。
ただし、2.7(3)に記載したメッセージ種の指定方法の替わりに、下記の通りに指定してください。

通信プロトコル フォーマット形式 メッセージ種

JX手順 Mutuality defined

ebXML手順 SecondGenEDI(※)

AS2手順 （指定しません）

XXXX

または、

NOT_STD-XXXX

標準化前のメッセージ種名は、今後でてくる可能性のある
標準のメッセージ種名と衝突しないよう、標準でないことを
示すプレフィックス(NOT_STD-)をつけてください

(※) ebXML手順において、流通BMSメッセージと標準外メッセージ／データを同時に取り扱うCPAを定義することを
想定しております。

取引先に締め時間内に発信する情報が無いことを通知する「０件メッセージ」について、流通BMSでは、
規定していません。相対間でこのようなケースへの対応を取り決めてください。
なお、障害による通信遮断との切り分けのために、障害発生時は、取引先に適宜通知を行ってください。

５．稼働後の留意点
５．５ メッセージ交換について

(１)メッセージ交換の規定事項
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５．稼働後の留意点
５．５ メッセージ交換について

(２)JX手順を使った標準外メッセージ／データの交換

<soap:Envelope ..>

..

<soap:Body>

<PutDocument ..>

..

<data>$$$...$$$</data>

..

<formatType>Mutuality defined</formatType>

<documentType>###...###</documentType>

<compressType>%%%...%%%</compressType>

</PutDocument>

</soap:Body>

</soap:Envelope>

前記規定事項に基づいてＪＸ手順を使って標準外メッセージ／データを送付する際の、ビジネス文書
送信要求（PutDocument）および、ビジネス文書受信応答（GetDocumentResponse）のタグの値の変
更箇所に関して、 ビジネス文書送信要求を例に説明します。
このようなビジネス文書送信要求や、ビジネス文書受信応答となるようにEDIソフトウェアを設定して
ください。

送信する標準外メッセージ／データをBase64にエンコード
して”$$$...$$$”の部分に入れます。

取引当事者間で独自のメッセージ交換を行うため、形式
として”Mutuality defined”を指定します。

送信する標準外メッセージ／データのメッセージ種名
を”###...###”の部分に入れます。

送信する標準外メッセージ／データを圧縮する場合、圧
縮形式を識別するMIMEメディアタイプを指定します。

圧縮しない場合は、長さ0の文字列を指定します。
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５．稼働後の留意点
５．５ メッセージ交換について

(３)ebXML手順を使った標準外メッセージ／データの交換（１／２）

前記規定事項に基づいてebXML手順を使って標準外メッセージ／データを送付するためには、送信
電文が下記の形式となるようにCPAを適切に変更してください。

POST /edi/msh HTTP/1.1
...
--ebXMLBoundary
Content-Type: text/xml; ...
...
<soap:Envelope ..>

..
<soap:Header>

<eb:MessageHeader ..>
..
<eb:Service ..>SecondGenEDI</eb:Service>
<eb:Action ..>###...###</eb:Action>
..

</eb:MessageHeader>
..

</soap:Header>
..

</soap:Envelope>
...
--ebXMLBoundary

Content-Type: !!!...!!!

$$$...$$$

--ebXMLBoundary--

送信する標準外メッセージ／データを”$$$...$$$”の部分に
入れます。

送信する標準外メッセージ／データのメッセージ種名
を”###...###”の部分に入れます。

送信する標準外メッセージ／データに応じて、”!!!...!!!”の部
分に適切なMIMEメディアタイプを指定します。
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５．稼働後の留意点
５．５ メッセージ交換について

(３)ebXML手順を使った標準外メッセージ／データの交換（２／２）

ひな型CPAを例に、標準外メッセージ／データに関する情報をCPAに追加する手順を例示します。
（標準メッセージの交換に使用する通信パラメタと同じものを利用し、メッセージ種のみ異なる場合の手順例）

tp:PartyInfo

tp:ServiceBinding

tp:CollaborationRole

tp:CanSend

tp:CanReceive

tp:CollaborationProtocolAgreement

tp:PartyInfo

tp:ServiceBinding

tp:CollaborationRole

tp:CanSend

tp:CanReceive

“Buyer”

“Seller”

①コピーして
②修正する

③コピーして
④修正する

③コピーして
④修正する

①コピーして
②修正する

小売（Buyer）側定義

卸（Seller）側定義

卸側から発信するメッセージ種の追加卸側から発信するメッセージ種の追加
①卸側定義のtp:CanSend要素をコピーして、

tp:ServiceBinding要素の下に追加する。
②①で追加したtp:CanSend要素について、以下の修

正を行う。
ⅰ）tp:ThisPartyActionBinding要素の

tp:id属性の値を”Seller-###...###”とし、
tp:action属性の値を”###...###”とする。

ⅱ) tp:OtherPartyActionBinding要素の値を
”Buyer-###...###”とする。

③小売側定義のtp:CanReceive要素をコピーして、
tp:ServiceBinding要素の下に追加する。

④③で追加したtp:CanReceive要素について、以下の

修正を行う。
ⅰ）tp:ThisPartyActionBinding要素の

tp:id属性の値を”Buyer-###...###”とし、
tp:action属性の値を”###...###”とする。
ⅱ) tp:OtherPartyActionBinding要素の値を
”Seller-###...###”とする。

小売側から発信するメッセージ種の追加小売側から発信するメッセージ種の追加
①小売側定義のtp:CanSend要素をコピーして、

tp:ServiceBinding要素の下に追加する。
②①で追加したtp:CanSend要素について、以下の修

正を行う。
ⅰ）tp:ThisPartyActionBinding要素の

tp:id属性の値を”Buyer-###...###”とし、
tp:action属性の値を”###...###”とする。

ⅱ) tp:OtherPartyActionBinding要素の値を
”Seller-###...###”とする。

③卸側定義のtp:CanReceive要素をコピーして、
tp:ServiceBinding要素の下に追加する。

④③で追加したtp:CanReceive要素について、以下の

修正を行う。
ⅰ）tp:ThisPartyActionBinding要素の

tp:id属性の値を”Seller-###...###”とし、
tp:action属性の値を”###...###”とする。
ⅱ) tp:OtherPartyActionBinding要素の値を
”Buyer-###...###”とする。

卸側手順については、小売側手順を『卸側⇔小売側、Buyer⇔Seller』
として読み替えてください。CPAファイル
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５．稼働後の留意点
５．５ メッセージ交換について

(４)AS2手順を使った標準外メッセージ／データの交換

前記規定事項に基づいてAS2手順を使って標準外メッセージ／データを送付する際の、送信電文が
下記のように変更されるようにAS2サーバの設定を変更してください。

送信する標準外メッセージ／データの種別に合わせて
MIMEメディアタイプを指定します。

送信する標準外メッセージ／データのメッセージ種名を
ファイル名として指定します。

POST /receive HTTP/1.0
..
--as2Boundary1as2

Content-Type: .. ; boundary="as2Boundary1as2"; ..

--as2Boundary1as2

Content-Type: application/XML

Content-Disposition: Attachment; filename=###...###

--as2Boundary1as2

$$$...$$$

--as2Boundary1as2--

送信する標準外メッセージ／データがAS2サーバによりこ
の部分に入れられます。
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５．稼働後の留意点
５．６ 外部委託への対応

業務
システムEDI

サーバ

業務
システム

自社もしくは取引先が、外部委託先へEDIサーバ設備と運用をアウトソーシングしている場合（外部委託
先企業が委託元企業の代行としてEDIを行う場合）において、流通BMSメッセージ上の識別子は、取引

当事者の企業識別子を用い、メッセージ交換用の電子証明書は、取引当事者の企業識別子を用いる。

企業B企業A

EDI
サーバ

外部委託
先企業C

外部委託
先企業Ｄ

EDI
サーバ

EDI
サーバ

EDI
サーバ

EDI
サーバ

業務
システム

業務
システム

業務
システム

業務
システム

業務
システムEDI

サーバ

業務
システムEDI

サーバ

電子証明書

EDIサーバ伝送情報

メッセージ上の識別子

SSLサーバ証明書 企業B

SSLクライアント証明書

メッセージ署名
企業A

企業B受信者

企業A発信者

企業ＡSender
SBDH

受注者

発注者

Receiver

企業A

又は企業B
本体部

企業Ｂ

企業Ａから企業Bへ送信する事例

※ 本ページは、外部委託のケースの一例を示すものです。他のケースについては検討中です（2008/03現在）。
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